
224 

地震と新幹線の安全性 曽根悟

ハリケーン「力トリーナ」と被災後のニューオーリンズ ー渡辺 実

防犯カメラの効果と利用について 小出 治

廃棄物による火災爆発の特徴と危険性評価について 一若倉正英

雑居ビルの防火安全に対する取組みについて 一一松野祐司

個人情報保護法への対応ーその現状と課題一 ［座談会］

中川明彦／別所直哉／堀都 政男／長谷川俊明



吾妻山殉難の記録 　■交通安全の基礎知識（交通安全マニュアル）

　■交通安全情報源ファイル

　■自動車保険データにみる交通事故の実態

　■交通事故死傷者の人身損失額と受傷状況の研究

　■交通事故被害者の受傷状況についての分析Ⅰ、Ⅱ

　■貨物自動車の安全な運転法に関する調査・研究報告書

　■予防時報（季刊）

　■災害に負けない企業づくり

　■危険物と産業災害－知っておきたい知識と対策－

　■地震と産業被害（山崎文雄著）

　■世界の重大自然災害

　■世界の重大産業災害

　■病院における医療安全対策に関する調査・研究報告書

　■自然災害被害の防止・軽減に資するための調査・研究報告書

　■巨大地震と防災

　■津波防災を考える－付・全国地域別津波情報－

　■ドリルＤＥ防災－災害からあなたを守る国語・算数・理科・社会－

　■ドリルＤＥ防災 PartⅡ－災害からあなたを守る国語・算数・理科・社会－

　■火山災害と防災

　

　■ザ・チャイルドシート[29分]

　■ザ・シートベルト[37分]

　■ザ・シートベルト２[22分]

　■開国迫る！日本の機械安全－国際安全規格ISO12100－ [26分]

　■自然災害を知り備える－平成の災害史－ [25分]

　■河川災害の教訓 [24分]

　■風水害に備える [21分]

　■その時きみは？－良太とピカリの地震防災学－ [19分]

　■地震！パニックを避けるために [23分]

　■地震！その時のために－家庭でできる地震対策－ [28分]

　■検証 '91台風19号－風の傷跡－ [30分]

　■火山災害を知る(日)(英) [25分]

　■火災と事故の昭和史(日)(英) [30分]

　■高齢化社会と介護－安心への知恵と備え－ [30分]

　■車両形状別・シートベルトの分析報告書

　■企業の自動車事故防止・軽減に資する手法の調査・研究報告書

　■企業における効果的な交通安全対策構築に関する調査・研究報告書

　■自動車保険データにみるシニアドライバー事故の現状と予測

　■あなたの職場は大丈夫!? 飲酒運転防止マニュアル

　■工場防火に関する調査・研究報告書

　■企業のリスクマネジメントに関する調査・研究報告書

　■建物の耐震技術に関する調査・研究報告書

　■改正建築基準法に関する調査・研究報告書

　■海外安全法令シリーズ（No.１～13）

　■洪水ハザードマップ集(CD-ROM)第１集、第２集

　■東海豪雨　そのとき企業は

　　－企業が地域とかかわっていくためのヒント集－

　■災害絵図集－絵で見る災害の歴史－

　■NPOのためのリスクマネジメント
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　■シニアドライバー－急増する高齢ドライバーの事故－ [35分]

　■交差点事故を防ぐ [18分]

　■追突－混合交通の落とし穴 [27分]

　■昭和の自然災害と防災(日)(英) [30分]

　■応急手当の知識 [26分]

　■稲むらの火 [16分]

　■絵図にみる－災害の歴史－ [21分]�

　■老人福祉施設の防災 [18分]

　■羽ばたけピータン [16分]

　■市民防災力の強化を目指して　～2003年11月開講地域防災リーダー

　　養成講座（みやぎ防災塾）から[105分]

　■わがまち再発見！ぼうさい探検隊 [22分]

　■NPO・NGO運営上のリスクとその対処 [20分]

安全防災関係　主な刊行物／ビデオのご案内
●刊行物（有料のものと無料のものがあります。また送料は別途ご負担いただいております。）

交通安全関係

安全技術関係

災害予防関係

●ビデオ

交通安全関係

災害予防関係

◎交通安全・安全技術関係の刊行物につきましては、当協会業務企画部企画・安全技術グループ[TEL.(03)3255-1397]までお問い合わせ下さい。

◎災害予防関係の刊行物につきましては、当協会生活サービス部 NPO･防災グループ[TEL.(03)3255-1294]までお問い合わせ下さい。

◎各種交通安全ビデオは、実費で頒布しております。

　損保セーフティ事務局[TEL(03)3561-2592、受付時間 AM 9:00～PM 6:00(月曜～金曜)

◎交通安全・災害予防関係ビデオは、講演会や座談会などにご利用下さい。ビデオについては、上記記載の他多数用意しております。

　当協会各支部[下記参照]にて、無料貸し出ししております。

　各種ビデオの内容につきましては、生活サービス部 NPO･防災グループ[TEL.(03)3255-1294]までお問い合わせ下さい。

　当協会各支部連絡先

　北海道＝(011)231-3815　東　北＝(022)221-6466　関　東＝(03)3255-1450　静　岡＝(054)252-1843　北　陸＝(076)221-1149

　名古屋＝(052)971-1201　近　畿＝(06)6202-8761　中　国＝(082)247-4529　四　国＝(087)851-3344　九　州＝(092)771-9766

　沖　縄＝(098)862-8363

◎下記のビデオは実費で頒布しております。

　「開国迫る！日本の機械安全－国際安全規格ISO12100－」（CD-ROM有）　申込先：㈱イメージプランニング[TEL(03)5272-9990]

　「わがまち再発見！ぼうさい探検隊」「NPO・NGO運営上のリスクとその対処」　申込先：㈱テレビ朝日映像[TEL(03)3587-8150]

　　気象庁のホームページには、最新の火山情報

の提供があり、“現在の火山活動レベル”という

データが出てくる。現時点で吾妻山は、東北で唯

一掲載されており、レベル１（静穏な火山活動）

と表示される。

　吾妻山とは、福島県の北部から山形県との県境

にまたがる一大火山地の総称であり、「吾妻火山

群」、「吾妻連峰」と同義である。この２枚の絵

図の場所である“一切経山（いっさいきょうざん）”

は、吾妻小富士や家形山などと東吾妻火山群を形

成し、その円頂には1948.8ｍの１等三角点がある。

山々の間には、五色沼や鎌沼などの火口湖が神秘

の光をたたえ、1950（昭和25）年磐梯朝日国立公

園に指定された。また、1959（昭和34）年山岳自

動車道磐梯吾妻スカイラインが開通している。　

　さて、これら２枚の絵図であるが、1893（明治

26）年の一切経山噴火の記録を留めたものである。

吾妻火山は、18世紀初頭や19世紀初頭に小規模な

噴火をおこしていたといわれるが、記録には残っ

ていない。正確な記録が残っているのは、この

1893（明治26）年の噴火以降である。同年5月19

日に一切経山の南側中腹・燕沢（つばくろざわ）

付近で突然爆発が起こり、土石を噴出、噴煙は約

2,000メートルの高さに上がり泥雨を降らせた。

その後も断続的に爆発し、太平洋沿岸まで降灰が

あったという。

　『吾妻山噴火（明治二六年五月）実況見取図』

と付箋がついている方は、明治二六年五月とある

ことから、この5月19日の噴火を受け、農商務省

が地質調査所の三浦宗次郎技師ら一行を派遣した

際の、第1回調査資料の一部ではないかと推測する。

　また、『吾妻山噴火際調査ノ為登山セシ三浦技

手遭難ノ図』は、6月4日の再噴火の連絡を受け、

再び現地に入った調査団一行が、捜索隊に発見さ

れた時の様子を模写したものである。火口付近を

調査中に噴石にあたり殉職した、三浦宗次郎技師

と西山惣吉技手の遺体発見現場の状況と、降石に

打裂された身体状況が細かく書き込みされている。

当時の『福島民報』の新聞記事や当館所蔵の吾妻

山関連資料などから、6月9日付け福島県知事日下

義雄に宛てた福島警察署長桐原彦吉の報告書の一

部ではないかと思われる。報告書（第三報）によ

ると、「･･不幸にして災害を被むりしときは互い

に救助すべきことを云々訓示し･･」、「此處は両

人の負傷せし處にして尤も危険なる旧噴坑を･･･

四五分時毎に噴烟して小石を飛ばす危険の場所に

して･･」、「泥濘に陥りたるを共に救い揚げ或い

は死体を背負杯辛ふじて･･･泥深くして腰を没し

容易に移し難く･･･七名の巡査をして泥中に人橋

を作らしめ死体を川向へに推移運搬の状其艱苦実

に名状す可らす而して･･･」などの文言が並び、

巡査8名と医師1名による捜索は困難を極めたこと

が推し量られる。

　この噴火による降灰は、信夫･伊達･安達･田村･

岩瀬･石川･耶麻の各郡、宮城の亘理、山形の置賜

の二郡にまで及び、新聞には蚕糸業組合が「緊急

廣告」なるものを度々掲載し、蚕児が桑葉に付着

した噴灰によって中毒死する可能性があることを

警告している。当時の福島県が、信達地方を中心

として、いかに養蚕が盛んであったかを知ること

ができる。

　前後して1888（明治21）年には、磐梯山が大噴

火し、死者477人もの犠牲者がでた。1900（明治

33）年には、安達太良山の沼ノ平付近が爆発し、

死者72人という大惨事となっている。犠牲者の数

だけから見れば、吾妻山噴火は被害が少なかった

ということになるのかもしれないが、正確な記録

が残っている日本の火山観測史上初の殉死という

ことで、歴史に刻み込まれた。殉難の二碑は1921

（大正10）年吾妻山浄土平の西、登山道沿いに建

立され、当時の状況を偲ばせる。また、福島市内

信夫山公園にも1899（明治32）年に建立された吾

妻山殉難記念碑がある。

　　　　菅野　由美（福島県立図書館主任司書）

【参考文献】「吾妻山回想譜」二階堂匡一朗著

　　　　　　「微温湯案内記」引地清治著　

　　　　　　「吾妻山」木村完三著
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吾妻山噴火（明治廿六年五月） 実況見取り図 （福島県立図書館蔵）

吾妻山噴火ノ際、調査ノ為登山セシ、三浦技手遭難ノ図

（福島県立図書館蔵）

福島市北部より望む吾妻連峰 （菅野由美撮影）
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セシ、三浦技手遭難ノ図（福島県立図書館蔵）
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「気候変動に関する政府間パネル」は2001年の第3次報告書（以

下報告書）で次のように述べて、温室効果気体の影響による地球温

暖化をはじめて明確に認めた。“過去50年の観測された温度上昇の

大部分が温室効果気体の増加による可能性が高い。”なお20世紀

（過去100年間）の観測された全球平均気温の増加は0.6±0.2℃であ

る。

まもなく発表されるであろう第4次報告書がどのようであるにし

ても、漠然ではあれ、暑い日が多くなった、あるいは季節の推移が

何となく変わってきたという印象を多くの人が共有しているのでは

なかろうか。この印象は、21世紀で発生の可能性がかなり高い気候

変化として、報告書が指摘している次のことと符合する。“陸域で

最高気温が上昇し、暑い日が増加する”、“陸域で最低気温が上昇し、

寒い日が減少する”、“強い降水現象が増加する”。

今や温室効果気体の増加による地球温暖化を疑う人は、ほとんど

いないであろう。過去100年の実際の変化と対比すれば、報告書の

1990年から2100年までの地球平均地上気温増加の見通し（1.4℃か

ら5.8℃）は真に恐るべき事態であり、温室効果気体の増加を緩和

するために今各方面でなされている努力を更に強めることが必要で

ある。

最近異常気象の多発、自然災害の増加あるいは極端な現象と温暖

化の関連を懸念されることが多いように感じる。異常気象という用

語は、専門的には30年に１度以下の頻度で起こる現象を指す。室戸

台風や伊勢湾台風あるいは三八豪雪などの例に見るように、昭和の

世代にも平均から極端に偏倚した現象を経験している。これらは、

今懸念されている地球温暖化と直接の関連はない。気象には常に揺

らぎがあり、平均から大きく偏倚した現象がときたま起こるのが正

常な姿である。

災害は備えが不十分であったり、過去の災害の貴重な伝承を忘れ

たところにやってくるのは今も昔も変わらない。生活形態の変化、

社会環境の変化により自然災害への脆弱性増大の危険は常にある。

長期的な観点で地球温暖化を正しく恐れ、短期的には日々の地道な

備えを怠ることなく災害に対処したい。

温暖化を正しく危惧しよう

防災言

山岸
やまぎし

米二郎
よ ね じ ろ う

財団法人気象業務支援センター 参与
／本誌編集委員
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2004年の交通事故死者数は7,358人であっ

た。この数は減少傾向にあり、交通事故対策

は有効に機能していると一見考えられる。と

ころが、交通事故の件数は約95万件、死傷者

数は約120万人であり、減少傾向にある死者

数と異なり微増傾向にある。この差の理由と

しては、事故に遭っても死ななくなったため

であり、衝突時の車両安全技術と救急救命の

改善が大きく寄与しているためと言ってよい

であろう。しかし命が助かっても、重度の後

遺障害が残っている件数も依然多く、単に死

者数の数値が減ったと喜んではいられない。

また日本の国全体として交通事故による経済

的損失は年間４兆円強という試算があるくら

いに依然深刻である。

自動車の安全技術に関しては、これまでエ

アバッグやシートベルトに代表される「衝突

時の安全技術」に目が向けられ、運輸行政や

メーカーの中心的課題であった。しかし事故

件数や重軽傷者数を大幅に削減するためには、

「事故を未然に防ぐ予防安全技術」の開発が重

要であり、その考えを取り入れた抜本的な対

交通事故死傷者ゼロを目指す予防安全技術

永井
ながい

正夫
まさ お

東京農工大学大学院 共生科学技術研究部 教授

策が不可欠であるとの認識が広まってきた。

事故を未然に防ぐ予防安全技術として実用

化に至っている代表的な技術には、車輪のス

リップを防止するABSや、車体の横滑り防止

システムがある。これらの安全技術の中で、

車体の横滑りを防止する「スタビリティ・コ

ントロール・システム」については、過去数

年間の同一車種の装着車と非装着車の事故統

計を比較した結果、３割の死者低減があった

との発表が国内外でなされている。さらに、

衝突直前になって半自動的にブレーキがかか

り衝突速度を大幅に落とす技術も開発され、

今後これらの安全装置の普及により死者数の

大幅削減が期待される。

ところで交通事故原因の大半は、ヒューマ

ンエラーであるといわれているが、それを前

提に予防安全装置が設計できない限り、事故

ゼロを目指すことは容易ではない。また具体

的にどのような原因で事故に至ったかという

因果関係を客観的に分析する必要がある。現

状の事故調査は当事者の証言を拠りどころに

している面が多く、衝突速度や危険認知速度

も推定値であることがほとんどである。ここ

数年、自動車事故の記録装置としてドライブ

レコーダが注目され急激に普及する様相を示

している。航空機事故が発生した場合に、そ

の原因究明に欠かせない装置としてフライト

レコーダがあるが、その自動車版といえるも
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のである。

これは、急激な速度変化や衝撃加速度があ

る値以上になったらカメラのスイッチがオン

になり、前後15秒間程度の車両前方映像をカ

メラで収録する装置である。都内のタクシー

に目撃者という名称のドライブレコーダを取

り付けたところ、事故削減の効果があったと

いう報告がなされている。現在数万台程度の

ドライブレコーダがタクシーに搭載されてい

るという報告がある。この映像収録型ドライ

ブレコーダのタクシー業界におけるメリット

としては、①事故処理の円滑化、②安全教育

への利用、③第三者の目を意識した慎重運転、

があげられる。

都内のタクシーは、一人一日平均300km程度

走行するといわれている。中規模のタクシー

会社ではほぼ毎日事故が発生しているといわ

れ、安全管理者は事故調査とともに、相手と

の交渉、保険事務、修理業務などの処理に追

われている。事故時の車両前方映像があれば、

信号の色や他車との関係などの事故原因の究

明は容易になり、従来行われてきた当事者に

対する聞き取り調査のあいまいさは無くなる。

裁判で争われるケースも、ドライブレコーダ

があれば大幅に減る可能性がある。事故処理

以外のメリットは、慎重運転と安全教育であ

る。免許証の書き換え時の講習で、悲惨な大

規模事故の写真を見る機会があると思うが、

収録映像はよりリアルであり、安全教育への

効果は大きいと思われる。また、第三者の目

を意識することで慎重運転になる効果があ

る。

労働災害に関するハインリッヒの法則によ

れば、１件の重大災害に対して、29件の軽災

害があり、300件のヒヤリハットがあるとい

われる。死傷者数の大幅削減を目指すには、

ヒヤリハットといった潜在的事故の実態を明

らかにすることにより、事故に至る原因の究

明や対策を立てることが重要であろう。著者

らは、ドライブレコーダの事故予防効果を更

に進めて、自動車の予防安全の徹底化を図る

立場から、リアルワールドにおける潜在的事

故を調査するため、国土交通省の委託を受け

て、ヒヤリハット収録型ドライブレコーダを

開発し、調査研究を進めている。収録された

ヒヤリハットデータを蓄積し分析することに

より、①運転者特性を考慮した先進安全自動

車ＡＳＶの設計基準、②ヒヤリハット教育教

材による交通安全教育、③ヒヤリハット事象

多発地点の特定と対策、に結び付けたいと考

えている。

以上述べてきたように、予防安全装置やド

ライブレコーダは事故死傷者ゼロを目指すに

は欠かせない装備であり、税制や保険面から

支援していただくことも普及に向けて有効と

考えられる。

ずいひつ
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則とその成果を簡単にまとめておこう。

日本の鉄道では130年余りの経験、特に苦い事故

からの教訓に基づいて、三つの安全哲学が確立し

ている。

① 発生した大事故と同種の事故は繰り返して起こ

さないように万全の対策を取る。

② 最終的な安全を人の注意力だけに依存しないシ

ステムをできる限り採用する。

③ 装置の故障に関しては必要に応じてフェイルセ

ーフ設計をする。

①には「大事故」とは何か、「同種」とは何か、

などの問題はあるが、多数の犠牲者を出した事故

はすべて「大事故」であるとともに、結果的に犠

牲者が皆無でも新幹線の落橋のようなものは「大

事故」扱いされている。つまり、厳密に定義され

ていないためにうまく機能しているといえよう。

「同種」の中身も単純でない。原因そのものを無く

せればそれでよいが、地震や台風そのものを無く

すことは21世紀の我々には不可能である。原因は

無くせなくても結果的に危険につながらないよう

にするさまざまな対策を取る、という意味でここ

でも対策は柔軟に考えられている。

②は工学者の間では常識になっているが、世間

的にはまだよく理解されていない。たとえば、事

１．はじめに

1995年1月の阪神淡路大震災では山陽新幹線の複

数の橋が落ち、2004年10月の新潟県中越地震では

上越新幹線を走行中の列車が脱線した。幸いにし

て両ケースとも新幹線の乗客には死傷者が出なか

ったが、これは新幹線がそのように作られていた

からではなく、幸運のたまものであった。阪神淡

路大震災は、たまたま新幹線の営業開始時刻であ

る午前6時より前に発生したため、そもそも列車が

走っていなかったからであり、上越新幹線のケー

スでは脱線した下り列車が上り線側にはみ出して

停車したが、これにぶつかる上り列車がなかった

のが幸いであった。

地震国日本の新幹線にはどのような対策があり、

その対策をもってしてもまだどのような危険が残

っているか、さらには追加の対策としてどのよう

なことが考えられているか、などを論じてみたい。

２．日本の鉄道の安全哲学と実績

本論に先立って、日本の鉄道の安全に関する原

＊そねさとる／工学院大学教授

地震と新幹線の安全性
曽根　悟 ＊



故を起こすのは運転士がたるんでいるからで、教

育や訓練をしっかりやれば防ぐことが可能、とい

う類の誤解である。運転士としての適性や、教

育・訓練の効果をすべて認め、最も信頼できる状

態に選抜・訓練した上で、適切な生活管理を受け

ていてもかなりの確率で誤った振舞いをするのが

人間なのである。そこで、ブレーキ操作などの、

誤った行動が直接危険につながる項目から優先的

にバックアップシステムを整備して、安全実績を

高めてきたのである。ブレーキに関しては、運転

士ではなく装置が主導権を握る、自動列車制御

(ATC; Automatic Train Control)を開業以来採用して

いる新幹線が、あらゆる乗り物の中で飛び抜けた

安全実績を40年以上にわたって積み重ねているこ

とや、1968年の運輸省の通達によって民鉄型の自

動列車停止装置(ATS)を採用してきた大手民鉄で

は、それ以来運転ミスによる「大事故」が発生し

ていないことがその有効性を物語っている。

③は、装置も故障をする以上、故障したことが

危険に直結するのを防ぐために鉄道が開発したシ

ステム・技術・設計思想・ルール等の概念である。

鉄道は飛行機と違って大抵の場合に、止まれば安

全である。そこで、信号システムではどこかに何

らかの異常が見つかれば、列車を直ちに止めるシ

ステムを作り上げた（ただし、北陸トンネルの中

で発生した列車火災後の分析で、長大トンネル内

の火災に限ってはトンネルを脱出してから止める

方が安全であるとして、今では例外を設けている）。

どこかで停電が発生すれば、関連のある信号はす

べて停止信号になるし、信号電球（最近はフィラ

メントを持たない発光ダイオードLEDに積極的に

取り替えている）のフィラメントは二重になって

いる。万一信号機が壊れて信号自体が出せなくな

っても、取り扱い上その信号は停止信号と見なす

ことになっているだけでなく、これを実効あるも

のにするために運転士には技能の免許だけでなく、

信号機の位置や曲線の速度制限などをすべて知ら

ないと運転できない路線免許も課している。この、

鉄道が発祥であるフェイルセーフの技術は、今で

はコンピュータや原子力の分野など、多くの分野

でそれぞれに適する形で応用されている。

３．阪神淡路大震災の教訓
－落橋対策と橋脚の補強－

カリフォルニア地震での高速道路落橋の映像を

見て日本の土木技術者の多くは、日本では起こり

得ない事故、と発言した。確かに橋脚の上に橋桁

の片端を固定し、他端は隣の橋脚の上に載せただ

けの構造では、橋脚の間隔が開けば落橋は避けら

れない。日本の高速道路では載せただけではなく、

鎖で吊る構造が付加されている。それでも阪神淡

路大震災では落橋や橋の倒壊が多発した。それま

での対策は、関東大震災クラスの地震を対象に設

計されてきたが、地震の規模が想定を上回ったの

である。その結果、想定する規模を阪神淡路大震

災クラスに格上げすることになり、橋脚の多くは

コンクリートの周りを厚い鋼板で取り囲むような

補強工事が行われた（一部はまだ続行中）。

阪神淡路大震災は確かにそれまで記録されてい

たどの地震よりも強力であった。鉄道130年の歴史

の中で、風で倒れた車両はあっても停車中に地震

で脱線した経験はそれまでなかったし、鉄道トン

ネルの崩壊も初の経験だった。それだけに、この

地震に耐えられるようにしておけば当面は万全、

と考えられた。

４．新潟県中越地震の教訓

そのような中で、9年後の2004年10月23日に新潟

県中越地震が発生した。上越新幹線の脱線地点の

高架橋は阪神淡路大震災の教訓による補強が完了

した区間だった。従って、高架橋自体もある程度

の損傷は受けたものの倒壊や落橋は免れた。この

地震では阪神淡路大震災の記録をかなり大きく上

回る加速度が記録されており、阪神淡路大震災で

は地震計が記録した最大加速度が重力の加速度

（1G≒980ガル）を超えていなかったのに対して、

今回は複数の地震計がこれを超えるデータを記録

した。
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地震発生の17時56分頃、長岡駅に停車するために

約8km手前の地点で減速を始めた新幹線下り列車

「とき325号」が約200km/hの速度で脱線し、約

1.6km走行して停止した。どのようにして脱線に至

ったか、などの詳しいことは近く国土交通省の航

空・鉄道事故調査委員会から発表されるはずであ

るが、直後の報道や中間発表でかなりのことは明

らかにされている。

大きな惨事につながる可能性、という観点から

このケースの重要事項を整理しておこう。

①脱線車両は最新のE2系という軽量車両ではなく、

200系というボディーマウント構造のかなり重い

車両であった。

② 10両編成で40軸の車軸の多くが脱線し、その方

向も左側（大きくそれれば橋から転落する側）、

右側（大きくそれれば進行してくる対向列車と

衝突する側）両方であった。

③ レールはかなりの長さにわたって締結装置から

外れ、切れたり曲がったりした。

④ 最も大きく外れた最後部車両は、上り線との中

間にあった融雪溝にはまった形で停止していた。

⑤ 対向列車（上り列車）は数分前にすれ違ってい

た列車「とき332号」と地震発生時に長岡駅に到

着する寸前の列車「とき406号」があった。

⑥ これらの対向列車も後続列車「とき327号」も脱

線はしなかった。

これらのことをベースに、今の新幹線の安全性

やその向上策などを論じてみよう。

１）脱線対策

今回の地震は地震計自体が1Gを超える加速度を

記録していた。このような大きな地震では構造物の

上ではさらに大きな加速度の発生が起き得るから、

レールに乗っているだけの構造の鉄道車両を脱線さ

せない工夫は不可能か、きわめて困難であることは

明白である。レールが固定されていることを前提に

して、飛び上がりを防ぐアイディアも出されてはい

るが、レールごと抜けてしまえば無力である。それ

だけではない。仮に1Gを超える上下方向の加速度

がかかれば、乗っているだけの構造物はすべて浮き

上がるから、橋桁も橋脚上で飛び上がるかもしれな

い。落橋対策としての鎖で吊す方法も飛び上がりを

防ぐことはできない。そのようなわけで、脱線その

ものを防ごうとすれば、鉄道という形態そのものの

見直しのほか、地上の構造物全体の見直しも必要に

なろう。

脱線させないことはできなくても、脱線しにくく

することはできるし、たとえ脱線が避けられない場

面でもこれが有効であることは確かであるから、た

とえば車両の低重心化や左右の質量バランスなどは

一層進めるべきである。

２）逸脱防止策

脱線そのものが避けられないとすると、次は脱線

した車両の逸脱防止である。古くから鉄道では、橋

梁上の線路にはこの仕掛けが用いられてきた。いっ

図2 逸脱防止レールと脱線防止ガード図1 ボディーマウント構造と普通の車両



たん脱線した車両はレールによる拘束が無くなる

から、橋から下の道路や川に転落する可能性が高

い。こうなることを少しでも減らすために、走行

レールの内側約180mmの位置にもう2本のレールを

敷いて脱輪した車輪がこの隙間を走行するように

考えられたものである。最近は逸脱防止よりも脱

線防止の方が効果が高いので、脱線防止ガードに

変えているところが多い。地震による脱線にも脱

線防止ガードはある程度有効と考えられることか

ら、これらを橋梁上に限らず必要と考えられる場

所には積極的に設置することなどが検討に値しよ

う。

なお、これまでは脱線防止ガードは急曲線での

外軌側への脱線対策が主体で、旅客車よりも脱線

しやすい2軸貨車が走る線区ではより緩やかな曲線

や、脱線した場合の危険性を考慮して内軌側への

脱線を防止することも行われている。

また、JR東日本では、レールが固定されている

ことを前提にして、鉄道総研が開発中である脱線

後にレールを挟む方式による逸脱防止策の導入を

検討中である。

３）救援方法

新幹線には踏切がないから、踏切から救援隊が

駆けつけることはできないし、踏切まで歩いて救

援の車に乗り込むこともできない。このようなこ

とは最初から判っているから、救援の方法に関し

てはそれなりに工夫の上訓練をしたり、マニュア

ルができているはずと考えていた。ところが実態

は大変お粗末であることが露呈してしまった。脱

線した列車「とき325号」はもともと一つ前の停車

駅、越後湯沢で「はくたか16号」に乗り継いで富

山・金沢方面に行くための列車としての性格が強

く、実際に大部分の乗客が下車した後で乗客総数

が151人と少なかった。その上、死傷者が出なかっ

たこと、冷暖房が切れても問題が少ない季節だっ

たこと、乗務員や乗り合わせた社員・元社員など

の適切な誘導、説明やアドバイスで、停電時の電

池による照明や放送が途絶えるのを防いだことな

どもあり、パニックにならずにすんだのは何より
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であった。18時直前の地震発生に対して、線路上を

約6km歩いて長岡駅に全乗客がたどり着いたのは、

約6時間後の日付が変わる直前であった。脱線地点

のすぐ近くには保線作業員用の階段があり、鍵を開

けてこのルートを使えば簡単に道路に出ることは可

能だったが、これは活用されなかった。負傷者が出

たり、真冬の季節だったり、満員であったりしたら

パニックになったことであろう。

実は脱線列車以上に問題だったのが、後続列車

「とき327号」や現場近くですれ違った「とき332号」

の乗客の救援だった。これらの列車の救援が完了し

たのは何と翌日の午前3時頃であった。

もともと日本の新幹線は、救援に関しては配慮不

足で、過去にも多くの問題を起こしている。動けな

くなった列車に閉じこめられた乗客の救援は、前後

の列車が現場に行って連結して最寄り駅まで移動さ

せることを基本にしている。しかし、停電した場合

は前後の列車も動けなくなるから、このことを想定

して救援用の強力なディーゼル機関車も用意した。

しかし、前後の列車が動けない状況ではディーゼル

機関車は現場に到達できないから、これは完全に失

敗だった。そこで、対向車線の列車を現場で止めて

扉を開き、渡り板で乗り移ることにした。これは実

際に何回か用いられたが、大変に長い時間がかかり

評判が悪い。時間がかかる原因の一つが、信号のシ

ステムにある。日本の複線の鉄道は新幹線を含めて

左側通行しか想定していない。同じ左側通行のフラ

ンスの高速鉄道では、必要があればいつでもどこで

も右側走行も可能にしてあるし、普段右側通行のド

イツの高速鉄道も左側通行が可能である。これは、

事故の救援や復旧には大変有効なのであるが、普段

使えない設備は不要、との考えから日本では導入さ

れていないのである。

今回の地震で、果たしてこの設備があれば「とき

327、332号」の救援が早くできたかどうかは、検討

されていない（と思われる）ので不明であるが、こ

れも重要な検討課題だろう。

新幹線の地震対策としては、海底での地震発生時

に有効な手段として海岸で地震の初期微動を検知

し、そこで震度などを予測して必要な場合にはいち
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早く列車停止の手配をし、大きな震動をもたらす横

波が線路に到達するまでに少しでも速度を落として

おこうというシステムがある。近年は「必要な場合」

を判断する精度を高め、「いち早く」の時間を縮め

るための計算機システムの能力が向上しているが、

列車を止める方法自体には問題が残ったままであ

る。つまり、1960年代にはそれしか方法がなかった

ために、変電所からの送電を止めるという原始的な

方法を用いたのであるが、これをそのまま使ってい

る。電源は可能な限り活かしつつ、緊急停止の情報

を伝えるという現代的な方法への変更の検討も今回

の教訓の一つではなかろうか。

４）ブレーキ距離短縮策

新幹線は在来線とは全く別のシステムとして作ら

れた。それによって世界で初の高速鉄道が誕生し、

大成功を納めたことは事実であるが、「全く別のシ

ステム」なるが故の弱点も少なくない。普段の利用

についていえば、在来線との間の乗り換えが不便な

のも必要以上に別システムを意識した結果に他なら

ない。国鉄流からの脱却が最も進んでいる三島（北

海道・四国・九州）の会社で、最初に誕生した九州

新幹線の新八代だけが唯一まともな乗り継ぎ、つま

り同一プラットホームの向かい側同士での乗り継ぎ

になっている。

地震時の安全対策としては、停車までに走る距離

が長いことは大変不安な要素である。新幹線のブレ

ーキ距離が長いのは、単に速度が高いからだけでは

ない。「全く別のシステム」にして、踏切もなく、

地上の信号機もなく、その上停止のためのブレーキ

はATCにしたから、ブレーキ距離を短くする必要は

ないと考えて、減速度自体も在来鉄道のそれよりも

小さく選んでいる。普段はそれで差し支えないが、

大きな地震の場合にはこれでは以下のように何重に

も不安なのである。

① 地震検知による停止手配をしても、地震が到達

した際の速度が十分には低下しない。

② 止まるまでの間に落橋、線路の食い違いなどの

危険な地点を通る可能性が高まる。

③ 脱線して対向車線側に逸脱した場合、対向列車

と衝突する確率が高まる。

このため、JR東日本では上越新幹線の脱線を機に、

新幹線のブレーキ距離の短縮を検討し、地震時の安

全性の向上に加えて、今後ブレーキ距離を伸ばさな

いで最高速度を向上させることもねらっている。単

にブレーキ力を強くすると、車輪が滑走すればかえ

ってブレーキ距離が長くなる可能性が出るという悪

影響があり、滑走しなければ軌道への反力も増して

別の問題（たとえば、軌道狂いの促進など）も起き

得るので、軌道への反力が生じない方法として空気

抵抗を増す方法（JR東海と鉄道総研が開発している

リニアモータカーが非常ブレーキとして試験してい

る、車体から空気抵抗板を出す方法）を試験している。

５）地震の早期把握

地震そのものを的確に予知したり抑えたりできな

い以上、発生した地震をできる限り早く見つけて適

切な処理をするしかない。そのためには、海底を含

めて地震計の数を増やしたり、それからの情報を早

く処理して必要な手配をする能力を高めることを進

めている。

1988年頃に導入された当初のユレダス(UrEDAS

Urgent Earthquake Detection and Alarm System)と呼

ばれたシステムでは停止手配までに約3秒を要して

いたのが、今では1秒程度短縮されている。停止手

配の必要性に関しても、これまでの震度や加速度

（ガル）よりも的確な指標を見出している。停止手

図３　地震の早期把握と列車の減速
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配を取るか取らないかの境界の精度を高めるととも

に、そんな精度を必要としないほど十分に強い地震

に対しては、より短い時間で直ちに停止手配を取る

こともできよう。ただし、このような努力をしても、

新潟県中越地震のような直下型の場合には停止手配

と地震動との時間差はほとんどないから無力に近

い。

５．その他の対策

上越新幹線の脱線した列車はたまたまボディーマ

ウント構造の200系という特殊な車両だった。普通

の車両は床下に機器をつり下げていて、床下は凸凹

で壊れやすい構造である。凸凹のままでは新幹線の

ような高速車両は走行抵抗が増して損になるから、

近年の車両はその下を平らな塞ぎ板で塞いでいる

が、これは単なる蓋であるから、強度はない。

これに対して、200系は台車部分以外は床が二重

になっていて、機器は下の床の上に置かれている。

この、下の床が平らで十分な強度があったために、

脱線後も安全にレールなどの上を滑ってくれた可能

性がある。普通の構造なら、機器のいくつかが脱落

し、車両がそれに乗り上げて被害を大きくしたかも

しれない。このことの影響も航空・鉄道事故調査委

員会の最終報告には記述されると思われる。

今回は連結器や台車が分離しなかったことも比較

的被害が小さくすんだ要因と考えられている。これ

らのことも今後の対策として参考にすべき種であ

る。

１）対向列車との衝突防止

これまでの鉄道事故で、人命に関して大きな被害

が出たものの多くは、対向列車や質量の大きな構造

物との衝突が結果的に起きた場合である。前者の例

は、1962年5月の三河島事故（信号冒進の貨物列車

と電車との衝突の後、電車同士の衝突に発展した常

磐線三河島での事故）と1963年11月の鶴見事故（競

合脱線＊した貨車と電車とが衝突した直後に対向電

車との衝突になった東海道線の鶴見で発生した事

故）があり、共に約160名の犠牲者を出した。後者

の例には、1998年6月にドイツで発生したエシェデ

事故（客車の車輪の欠陥で脱線した台車が跨線架道

橋の橋脚を直撃し、これで落橋した橋に後続の車両

が衝突したドイツ鉄道の高速列車ICEの事故）と

2005年4月の尼崎事故（速度超過により曲線で転覆

した車両がビルに激突した事故）があり、共に100

人を超える犠牲者を出した。

このようなことを考えると、最初の原因が何であ

れ、新幹線列車同士の高速での衝突に発展すると大

変恐ろしいことになる。対向車線側への逸脱防止と

ブレーキ距離の短縮以外に、これへの対策はないの

だろうか。実際に採用できるかどうかを別にすれば、

また既存の線路の改造は非現実的ではあるが、ない

ことはない。たとえば、新幹線のトンネルは複線ト

ンネルであるが、在来線に多く見られる単線トンネ

ルを2本並べる方法もある。高速列車は空気抵抗が

大きいから、トンネルではトンネルの断面積と車体

の断面積との比を大きく取れる複線断面が有利なの

でこのような差ができている。地形などが許すなら、

駅間の線路も上下線を並べた複線（走る方向が固定）

ではなく、ある程度離れた位置に単線（両方向に走

れる）を2本建設すればよい。

２）列車防護

対向列車との衝突に限らず、事故などが発生した

際に併発事故を防止するのが列車防護である。尼崎

事故の際には、結果的に事故列車の運転士も車掌も

列車防護の処置が取れなかった。運転士は事故によ

り死亡したし、車掌は停電時の列車防護の仕組みが

複雑で、とっさの場合には無理な仕組みであったた

めに必要な処置ができなかった。現実には、事故を

目撃した通行者（付近に住む主婦）により、踏切の

非常ボタンが押されて、接近していた特急（北近畿

3号）との衝突という併発事故はかろうじて食い止

められた。列車防護をできる限り素早く確実に、可

能な限り自動的に行うシステムを開発することも大

切な検討課題である。

* 競合脱線とは、個別の要因では脱線には至らないが、
いくつかの要因が重なった場合に脱線に至るもので、予
測がきわめて困難である。
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なく、地球規模の環境問題として扱うべきテーマ

だというのが、率直な印象である。我が国でも環

境問題の結果、巨大な台風が起こっているという

視点に立たなければいけない。
※一定規模以上の熱帯性低気圧に対して名前を付けてい
る。だだし、Q、U、X、Y、Zは除く。

２．カトリーナはいつもと違うぞ

９月の16日から22日までの１週間、筆者は主に

ニューオーリンズでテレビ局のクルーと調査を行

ってきた。ニューオーリンズからフリーウェーで

約２時間30分に位置する州都バトンルージュに、

国の災対本部や最も大きな避難所があり、我々も

そこを拠点にするつもりだった。しかし、たまた

ま我々のクルーが取材したホテルのオーナーが急

遽ルームクリーニングをしてくれたおかげで、ニ

ューオーリンズ市内のホテルを拠点とすることが

できた。

1991年８月のハリケーン「アンドリュー」以来、

２度目の調査になるが、外電を見ていてアンドリ

ューと違う点が２つあった。１つはFEMA（連邦非

常事態庁）が見えてこないこと、もう一つは、カ

トリーナでは水による被害が大きかったことであ

る。ハリケーン災害には、被害の出方によって風

１．京都議定書にサインしていなかった
から？

アメリカでは毎年、ハリケーンにアルファベッ

ト順の名前を付けている※が、2005年は用意してい

た21の名前をすべて使い果たしてしまった。８月

29日にカトリーナが、９月24日にリタが上陸した

から、１か月弱の間に７つも発生していたことに

なる。

メキシコ湾の海水温度が0.5℃上がっていること

が、大型ハリケーンの多発する原因の１つとする

見方が出ている。現地の新聞の中には、これはア

メリカが京都議定書にサインをしていないことに

対する神様のしっぺ返しだとして、ブッシュ政権

を攻撃する材料にしているものもあった。

日本でも、死者行方不明者合わせて29人を数え

た台風14号は、上陸してから時速４kmという微速

で九州を縦断したが、こんなパターンは珍しい。

また、去年は大きな台風が10個も上陸している。

９月にハリケーン「カトリーナ」の取材をして

きたが、アメリカという遠く離れた国の問題では

＊わたなべみのる／防災・危機管理ジャーナリスト
／株式会社まちづくり計画研究所所長
／技術士

ハリケーン「カトリーナ」と
被災後のニューオーリンズ
渡辺実＊



害、水害、そしてその両方の３つの顔がある。フ

ロリダ半島を北上するハリケーンは多くが風害型

で、1992年12月に調査したアンドリューも風によ

る被害が目立っていた。この２つの点がカトリー

ナの調査に必要性を感じた理由である。

３．被災地の状況

ニューオーリンズでは、ポントチャートレイン

湖とミシシッピー川に挟まれた０ｍ地帯に街が造

られている。市内には多くの運河が張り巡らされ、

湖や川へ水をポンプアップし排水する方法で治水

対策が行われている。ニューオーリンズのおよそ

８割が水につかり、高台にあるダウンタウンとい

われる中心街も影響を受けていたが、市役所も風

害により近くのホテルに移転し、そこで災害対応

の現地オペレーションを行っていた。

今回の水害は、湖から逆流した大量の水に運河

の堤防が耐えきれず壊れたことによるもので、決

壊箇所は10ヶ所近くあったという。アメリカでは、

川は軍事施設とみなされ、堤防などの治水の構造

物は軍が作ることから、軍(U.S.Army Corps of

Engineers)のエンジニアの現場責任者に決壊現場に

同行してもらい話を聞いた。

軍が構造物を設置した後、堤防の管理は市が行

うことになっており、修理補修は、市の要請を受

けて軍が連邦予算を取り、修復作業を行う構図に

なっているそうだ。現場の堤防は1992年に作った

が、これまで一度も市からは修復の要請が来てい

ないと言っていた。設置後10年以上もメンテナン

スされていなかったことになる。

決壊した理由について尋ねたところ、基礎も打

ってあり規定通りであると言っていた。しかし、

堤防壁が遠くに離散した決壊現場を見る限り、基

礎工事がされていたとは思えなかった。もし基礎

を打ってあるとすれば、基礎の断面がめくり上が

るなど、もっと別の壊れ方をするはずでいかにも

不自然だった。

そこで、設計強度を尋ねると、始めは軍の機密

などと言って教えたがらなかったが、我々の目的
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写真３　堤防と共に街が水没

写真１　崩壊した堤防－１

写真２　崩壊した堤防－２
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が責任追及ではないことを理解すると、カテゴリ

ー３のレベルで作っていると教えてくれた。カト

リーナはカテゴリー４で上陸しているから、壊れ

るべくして壊れたと言える。

現場の責任者も、本来ならば最大規模のカテゴ

リー５に耐えられるように作るべきだと言ってい

たが、用地問題等、住民の理解と協力が得られな

いことと、何よりも予算が付かないことが最大の

理由であると強調していた。つまり軍には責任が

ないと言いたかったのだろうが、ハード面ではあ

る意味人災であると感じた。

４．救助？収監！

低所得者層の多い地域に行ってみると、家を出た

日にちが玄関先にペイントされていた。９月11日

から16日までの５日間が多かったが、カトリーナ

は８月29日に上陸しているから、２週間前後自宅

に籠城していたことになる。

避難が遅れたことによって、1,000人を超える

方々が亡くなった。その原因として、避難するため

の車やお金がないことが、日本でも報道された。ニ

ューオーリンズ市では、９月19日の朝９時から夕

方６時まで、住民の一時帰宅が許された。一時帰宅

で戻ってきた家族から話を聞くことができた。

逃げるのが遅れた理由について尋ねたところ、す

べての家族から最初に出てきた答えは、「まさかこ

んなに早く水が来るとは思わなかった。」であった。

その次ぎに「車がない」とか「お金がない」という

回答が続いた。

筆者がショックだったのは、軍や警察がヘリやボ

ートで救助に来たが、それらに乗ってしまうとどこ

に連れて行かれるか分からないから乗らなかった、

という回答があったことである。日本のテレビでも

報じられていたが、救助側はライフルを構えて、ま

るで犯罪者が立てこもるアジトに突入するような

物々しさで「救助」活動をしていた。救助する側は、

住民がピストルを持っていて救助されることを拒む

からだと言うが、住民に話を聞くと、日ごろから何

もしていないのに連行されたりしていて行政を信用

できない、今回もどこかに収監されるに違いないと

思ったらしい。まさに「ザ・アメリカ」である。

つまり、経済的な理由から「避難ができなかった」

という側面のほかに、ハリケーンの常襲地帯でも、

住民の中にハリケーンに対する危機感が薄かったこ

とと、日ごろからあった住民と行政との間の不信感

から、「避難しなかった」という側面があったと言

える。

５．進化する避難オペレーション

今回訪問した避難所のうち、最大規模だったバト

写真４　水が直撃した被災住宅

写真５　避難日時を記した被災住宅



ンルージュにあるリバーセンターの多目的ホール

には、最大で12,000人が収容され、筆者が訪問した

時にはおよそ8,000人が避難していた。日本と違い

ベッドを使うため、日本の避難所とはややイメー

ジが異なる。

９.11以降、米国全体のセキュリティ対策が厳し

くなった。入り口には金属探知器が設置されてい

て、避難所に入る場合は全員必ず通らなければな

らない。主に麻薬と拳銃の持ち込みを警戒してお

り、ちょっとへんな格好をした若者が裸にさせら

れて調べられているのを目撃したが、非常に厳重

なものだった。

ミッシングセンターでは、避難している人たち
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の情報がコンピュータでデータベース化され、即座

に検索できるようになっており、全避難所のデータ

をオンラインで繋ぐ準備も進められていた。

今回、新たな取り組みとして、救援金が小切手で

はなくデビットカードで配布されていた。日本では、

政府からの援助は現金ではなく必要な物資で行われ

るが、アメリカでは小切手を配布するのが一般的で

ある。キャシュディスペンサーを避難所に設置し、

被災者の利便性にも配慮していた。また、アメリカ

赤十字社も義援金をデビットカードで配布してい

た。

筆者は、何度もアメリカの自然災害の調査を行っ

てきたが、毎回感心させられることは、被災者支援

写真９　避難所に張り出された各種情報

写真６　リバーセンターの多目的ホール

写真７　避難所

写真８　セキュリティゲート
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策の進歩である。日本に比べればすでに十分素晴ら

しい支援がされているが、回を重ねるたびに内容が

さらに充実して行く。アメリカの避難所は、どこも

アメリカ赤十字が中心になって運営しているため、

避難所間で支援内容に格差がない。

一方、日本の避難所は被災地ごとに違い、ばらつ

きが出てしまうのが現状である。それはすなわちユ

ニバーサル化するような組織体系がまだ育っていな

いためである。日本では避難所を開設すると、まず、

ボランティア団体同士の主導権争いが始まってしま

い、日本のボランティアはまだまだ未成熟だと感じ

てしまう。日本では、すべての自治体にすでに存在

している社会福祉協議会に、避難所運営のユニバー

サル化を期待したい。すでに数々の災害時に存在感

を示してきたし、実績もあるので、育てて行きたい

と思う。

ただし、ボランティアの自発性を忘れてはならな

い。国が関与して組織化するなど、与えられたり、

お願いされたりする関係で活動するとしたら、それ

はもうボランティアとは言わない。アメリカ赤十字

社がそうだったように、あくまでも自主的に手を挙

げて、必要な権利や資金を自ら獲得して行かないと、

被災者や支援者から信頼されるボランティア組織に

はなれない。もう少し時間がかかるだろうが、日本

の防災上、全国展開できる組織が望まれることは間

違いないだろう。

６．FEMAが見えない

政府の対策本部がバトンルージュに設置されてい

たが、FEMAの現地本部もそのとなりに設置された。

ニューオーリンズにもFEMAの事務所が設置された

が、いわば前線本部の役割を果たす実働部隊であり、

バトンルージュからの指示や判断に沿って活動して

いた。軍やアメリカ赤十字社も同様の組織構造であ

り、重要な判断を下す機能はバトンルージュに集結

していた。

バトンルージュにはメディアセンターもあり、メ

ディアに対して情報提供などのサービスをしてくれ

る。我々はそこでFEMAのスポークスマンの話を聞

くことができた。

筆者は、今回FEMAの活躍が報じられない理由に

ついて、３つの仮説を立てていた。

１つ目は、９.11以降自然災害だけでなく、テロ

や侵略などにも対応することになったため、国土安

全保障省の中にFEMAが組みこまれた。したがって

組織が大きくなったが、そのことによって災害発生

時のコミュニケーションが上手くできていないので

はないかという仮説である。

２つ目は、組織改変があったため、それまでの行

動計画書も内容が変わり、12あった大項目が15に

増えた。それとともに、それまでかなり明確だった

責任の所在が不明確になってしまった。例えば

写真11 FEMAのスポークスマン

写真10 バトンルージュの災害対策本部
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FEMAはハリケーンの上陸する３日前には100台の

バスを準備していたが、それを動かすための決裁が

なかなか取れずに後手に回ることになってしまった

のではないか、という仮説である。

３つ目が、FEMAのトップが変わったことが影響

しているのではないかという仮説で、前任の長官は

防災経験者だったが、被災時の長官はそうでなかっ

た。それがFEMAのトップとして判断を誤らせた要

素になったのではないかと感じていた。

この３つの仮説をFEMAのスポークスマンに尋ね

たところ、その回答はすべて「NO」だった。「組織

が大きくなったことで強力的かつ協力的な部隊の応

援が得られて非常に心強かった。確かに滞っている

部分もあるが、国土安全保障省ができて始めての災

害だから多少はやむを得ないし、実際の活動に影響

はない。新長官は適切な判断をした。」がカメラが

回っている間のコメントだったので、筆者としては

何の成果も得られなかった。

しかし、当初約束したインタビュー時間の10分が

経過し、カメラが止まった後、FEMAのスポークス

マンは、逆に筆者に時間があるかと聞いてきた。筆

者の経歴も尋ねてきたので理由を聞くと、筆者が尋

ねたような質問をするメディアは初めてで驚いたと

言う。結局インタビューを終えても話し込んだが、

数か月後に今度はワシントンの本部を訪問したいと

伝えたら、「是非来てくれ、こういう時の危機管理

対応を一緒に議論しようじゃないか。」と言われた。

取材を終えての印象だが、３つの仮説が大きく外

れてはいないというものだった。また、新しい組織

になって経験した初めての大災害だったことと、こ

んなに早く水が襲ってくるとは彼らも想定していな

かったことから、災害直後は相当混乱していたかも

知れないが、決して彼らが何もしていなかったわけ

ではないということも分かった。

９.11の際、FEMAはビルが全部崩れるという被害

は、マニュアルで想定していなかったため、上手く

対応できなかったが、その時に得た教訓を活かして、

彼らがミステイクを犯した部分は徹底的に改善する

と言っていた。FEMAの職員はプロパーであるため、

自分たちが反省している問題、あるいは指摘されて

いることは直して行かないと、自分の首が飛ぶし、

FEMAという組織の存在すらなくなってしまうと感

じている。そういう緊張感を持っているから、災害

を経験するたびにどんどん良くなって行く。

一方、日本の官庁の場合、担当者は数年で異動し

てしまうので、自分の在任期間中に責任を問われる

ような問題が起きなければそれで良いと考えること

になる。いわゆる「事なかれ主義」だが、日本の防

災を考えた場合、人事システムを考え直す時期では

なかろうか。

７．ジャズの町ニューオーリンズ

ハリケーン「カトリーナ」は、多くの被災者を出

した上に、未だ復旧の目途は立っておらず、被災者

の避難生活も長引くだろう。アメリカ赤十字社もこ

れほど長期間にわたる避難所の開設は初めての経験

だと言っていたが、ニューオーリンズという地域柄、

その多くが社会的に立場の弱い人たちで、ここでも

災害弱者が犠牲になってしまった。

避難所の夕食が終わった頃にやってくる、ボラン

ティアのジャズマンたちがいたことは、何か心が安

らぐ思いがした。演奏しているジャズマンたちの顔

や、その回りで踊っている子どもたちを見ると、彼

らの意識が被災前のニューオーリンズに戻ってい

る、復興後のニューオーリンズに向かっているよう

で、力がわいてくるのだった。

写真12 ボランティアのジャズマン



20

2006予防時報 224

個人情報保護法とのかかわり
　

　司会（長谷川）　まずお一人ずつ、個人情報保

護法とのかかわりについて、自己紹介を兼ねてお

話しいただきたいと思います。私は弁護士ですが、

予防時報の編集委員として、司会をつとめさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。

　堀部　私は、30年以上前からこの種の法律

が必要であると主張してきました。1980年の

OECDのプライバシー・ガイドラインなども研

究し、また、その直後にできた行政管理庁（現・

総務省）のプライバシー保護研究会にもかかわり

ました。1999年７月には高度情報通信社会推進

本部に設置された個人情報検討部会の座長を務め

て、日本における個人情報保護システムのグラン

座談会

個人情報保護法への対応
－その現状と課題－

　個人情報保護法が施行されて6ヶ月が経過した

が、今なお、個人情報の流出や悪用等の事件がし

ばしば見られる。一方、個人情報保護の必要性を

意識するあまり、過剰反応ともいえる動きが現れ、

業務に支障をきたし、現場の不満も聞かれる。

　そこで、法施行後の現状についてそれぞれの立

場から議論いただいた。個人情報保護対策のあり

方と今後の課題を考える参考にしていただければ

幸いである。（長谷川）

（この座談会は2005年10月5日に開催されました）

出席者
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男　中央大学法科大学院　教授
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ドデザインを描く役割を担いました。

　1999年 11月にはグランドデザインのうち、法

律の部分についてはさらに専門的な検討を要する

という中間報告を出して、翌 2000年２月から個

人情報保護法制化専門委員会で検討しましたが、

それにもかかわりました。

　その法制化専門委員会の大綱が 2000年 10月 11

日にまとまり、これをもとに政府は法案を策定す

ることになりました。衆議院・参議院のそれぞれ

の特別委員会でも参考人として意見を述べ、その

後も、国民生活審議会の個人情報部会や幾つかの

省庁のガイドラインづくりにもかかわってきまし

た。

　この４月１日に法律が全面施行されて、どの

ように運用されるかということは、個人情報保護

法の生みの親の一人として非常に気になるところ

で、ぜひ今日は関係の皆様のご意見を伺えればと

思っています。

　現在、中央大学の個人情報保護法委員会の委員

長を務めています。この法律では、学校が個人情

報取扱事業者になり、個人情報保護法 20条の安

全管理措置を講じなければなりません。個々の教

員は従業者として行動し、それを学校がどう監督

するかという関係にありますが、そこがなかなか

理解されず、いろいろな議論をしています。

　中川　コクヨの中川です。私は、CSRという立

場で社内規定の整備、セキュリティ強化などの分

野でかかわってきました。当社はＢ toＢビジネ

スが主で、通販ビジネスを除くと、個人情報を大

量に取得するということはあまりありません。当

初は社内でも、「個人情報は我が社にはないので

はないか」という認識が相当あって、まず、「個

人情報とは」について社内に浸透させていくとい

うところからのスタートでした。

　社員にこの法律を理解させ、意識を高める努力

を続けてきていますが、現状では終わりなき闘い

をしている感じです。

　堀部　当初は個人情報の数が大分問題にされ

て、「うちは個人情報取扱事業者になるのかどう

か」と随分聞かれましたが、コクヨさんは個人の

数が 5,000を超える個人情報取扱事業者になりま

すか。

　中川　当社では、保有する個人情報の数を

チェックすることはせず、当然該当するという認

識で始めました。

　別所　ヤフーの別所です。私は法務部の責任者

として、会社の法務業務全般を見ている立場です。

個人情報保護法については、社内では法務部が中

心となって昨年の秋から法律の施行に備えて準備

を進めてきました。

　ヤフーの場合は、個人情報保護法施行前からプ

ライバシー・ポリシーを持っていて、そのプライ

バシーの概念はかなり広いものでした。ですから、

個人情報保護法でいう個人情報と今まで会社の中

で考えてきたプライバシーはかなり違っていて、

なかなか理解が得られず、その峻別から始めまし

た。

　ただ、法の施行前からプライバシーを考えてい

ましたので、１年かからずにその準備ができまし

た。

　また、業界組織の「インターネット広告推進協

議会」で、インターネットの広告に携わっている

代理店やメディア向けに、プライバシー・ポリシー

を作るためのガイドラインを作成すべく、プライ

バシー・ポリシー部会を作りましたが、その中で

ガイドラインの作成にも携わりました。堀部先生

が座長を務めておられる総務省のプライバシー懇

中
川
　
明
彦
氏



談会では、電気通信事業分野における個人情報保

護法のガイドライン作成に委員として参画しまし

た。

欧米から20年以上遅れた

我が国の法制化

　司会　ありがとうございました。個人情報保護

法の生みの親である堀部先生から、法律制定の経

緯なども一部お話しいただきましたが、この法律

は国際社会のグローバルな流れの中で生まれたの

か、それとも日本の社会全体の必要性に迫られて

生まれてきたのか、個人情報保護法制定前後の状

況についてお話しいただけますか。

　堀部　その２つの側面があると思います。個人

情報が瞬時に地球を駆けめぐる時代になり、ボー

ダーレス化している中で、世界中どこでも同じよ

うに保護されなければならないという考え方が、

国際的なスタンダードになってきています。

　一方、日本で「プライバシー」という言葉が

一般に知られるようになったのは、1961年に三

島由紀夫さんの小説『宴のあと』によって、プラ

イバシーが侵害されたとして訴訟が起きてからで

す。

　「プライバシー」とは、自分たちの私生活なり

私的事項、あるいは知られたくないことなどです

が、これを侵害された時に、これまで不法行為

法上の問題として裁判所に救済を求めるというこ

とが行われてきました。それはマスメディアによ

るプライバシー侵害が主でしたが、不法行為とし

て対応するだけでいいのかという問題がありまし

た。

　さらに、1960年代後半から 1970年代になって

コンピュータ化が進む中で、コンピュータ化との

関連で個人情報の取り扱いが問題になりました。

日本では 1975年に、自治体が先導して制度化し

ました。

　そして、国も OECDの勧告を受けて、行政管

理庁プライバシー保護研究会で、個人情報に関し
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て1982年に立法化の必要性を提唱する報告書をま

とめました。しかし、この時は立法化に至りませ

んでした。

　民間では、個人情報をビジネスに生かしたい

ということもあって、法的なルールによってビジ

ネスに支障をきたす恐れが懸念されました。特に

1980年代初頭から半ばにかけてのニューメディア

時代に、プライバシーの保護が必要だと言おうも

のなら、情報化の流れをせきとめる発言だと、逆

賊扱いされるということもありました。そういう

日本人のプライバシー意識があって、個人情報保

護法先進国よりも 20年以上遅れてようやく政府

全体で議論がされるようになったという状況です。

　司会　この法律ができた背景に、事業者として

個人情報を乱用している、侵害しているという意

識はあったのでしょうか。

　中川　当社の場合は、そういう意識はなかった

ですね。最初に申しましたように、主に一般消費

者向けの商材を扱っている会社とは若干違うと思

います。

　司会　そうすると、この法律ができたのは意外

でしたか。

　中川　そうですね。当社にとってはそんなに意

識する必要はないのではないかというのが、最初

の率直な感覚でした。

　別所　当社のビジネスは、個人情報保護法上の

個人情報には該当しないものも以前から扱ってい

ました。例えば cookieにある情報によりどの顧

客がどういう種類の情報を見に来ているかを把握

できます。それを利用すれば、自動車のコンテン

ツをたくさん見に来てくれる人に対して、自動車

の広告を配信することができてしまいます。

　こういう cookie情報もプライバシー情報と言

えるので、かなり敏感になっていましたから、個

人情報保護法の成立は、そういう世の中の流れか

という受け止め方でした。

　司会　1980年の OECDガイドラインの話があ

りましたが、それから 25年経っています。

　その間に、インターネットが急速に普及し、デ



　中川　ダイレクトメールや迷惑メールなど、無

用なものが頻繁に届くようになってきたことに対

して、最初は単なる迷惑だという感覚だったのが、

徐々に「なぜ私の情報を知っているのだろう」と

変わっていったと思います。

　私自身も、住所を書く時にわざと番地を間違っ

て書いて、それが漏洩しないかどうか確認したこ

とがあります。１番地を２番地にしても郵便物は

大抵届くので、間違った番地でダイレクトメール

が来れば、私の情報が漏れたことがわかります。

そうしたら、もうそこは絶対に信用しないとか、

そういう自衛策を採ったことがあります。

　別所　ダイレクトメールなどが来るのを、個人

情報の問題と考えている人と、個人の生活空間へ

いろいろなものが侵入してくるのが嫌だいう人と

２種類あると思います。ドイツなどは、「インベー

ションは許せない」という考え方を持っている国

で、個人情報の問題と考えるより、自宅への訪問

なども含めて、個人空間へのインベーションが嫌

だと考えている人のほうが多いのかと思います。

　個人情報に関心を持っている人は、個人の大切

なクレジットカード情報など、自分の情報が漏れ

てしまうことがないようにしてほしいと願ってお

り、そういう人が増えていると思います。

　司会　個人情報が乱用されているという現状は

確かにあって、それが迷惑行為ぐらいならまだい

いのですが、犯罪行為に使われれば大きな社会問

題です。

　堀部　住民基本台帳法の閲覧制度との関係で、

実際に問題が生じました。この法律では、当初、

台帳の閲覧を自由にしていましたが、プライバ

シー意識が高まってきた中で、1985年に改正し

て閲覧するには目的を明記するようにしました。

　しかし、2005年の３月に、母子家庭に暴漢が

押し込んで暴行を働くという事件が名古屋で起こ

りました。犯人を逮捕して家宅捜索したところ、

住民基本台帳から書き写したものをかなり持って

いました。そこで、総務省自治行政局の市町村課

は、５月から検討を始めて、10月 20日には報告
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ジタル情報が非常に増え、一方で弊害も出ていま

すが、1980年の時点では、今の状況を想定して

いなかったのではないかと思います。

　堀部　OECDの「プライバシー保護と個人デー

タの国際流通についてのガイドラインに関する理

事会勧告」は、1980年９月に採択されています。

ですから、少なくとも 1970年代には、ヨーロッ

パとアメリカの間では個人データのネットワーク

化が相当できていて、その流通もあったというこ

とです。しかし、日本の場合には、日本語ですか

ら英語圏とはやや事情が違って、それが認識の遅

れの要因にもなりました。

　現在、OECDの情報セキュリティ・プライバシー

に関するワーキングパーティーで、この 1980年

のガイドラインを現在の状況にどう適用するかを

議論しています。

　このガイドラインができたのは、コンピュータ

がスタンドアローンからネットワーク化に進んで

きた時期でしたが、基本的な考え方は今でも通用

しますので、具体的な場面で、具体的にどう適用

するかを議論しています。

個人情報の漏洩・悪用と

保護の過剰反応

　司会　国民の側から見てこの法律は必要だった

と言えるのでしょうか。

別
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書を出し、閲覧制度を原則廃止にして、閲覧は公

益目的に限定する予定です。

　司会　各税務署が高額納税者の名前を毎年発表

しますが、2005年１月、暴力団関係者がそれを使っ

て振り込め詐欺をしました。そこで、2006年か

ら税務署は名前の発表をやめるということです。

しかし、個人情報を全然出さないというのは行き

過ぎではないかという議論もあります。

　堀部　個人情報保護法が４月に全面施行され

て、メディアからコメントを求められましたが、

例えば、町内会の名簿ができない、学校では緊急

連絡用の名簿ができなくなった、それからよく話

題になるのは、病院へ行ったら番号で呼ばれて、

本当に自分なのか不安だったなどと、いろいろ不

便なことが指摘されています。「それは過剰反応

ですね。」と言ったら、今度は「過剰反応」とい

うことを随分書き始めました。

　さらに、４月に起きた福知山線の事故の直後に

は関西のマスコミ関係者から随分電話がかかって

きて、「被害者の名前を出すことは個人情報保護

法ではどうなのか。」「病院が被害者の情報を出さ

ないのは問題ではないか。」と聞かれました。

　また、警察も個人情報保護に名を借りて匿名発

表するようになったということで、最近は「匿名

社会が出現した。これは民主主義にとっては極め

て危険である。」ということで、いろいろと批判

も出ているという状況です。

「会社の情報資産」から

「預かっている情報」へ発想の転換

　司会　費用をかけて収集し、データベース化し

た顧客リストは、企業にとって貴重な情報資産と

言えます。しかし、この法律は、個人情報は企業

の資産というより情報主体である本人のものであ

ると、発想の転換を迫っている面があるとも言わ

れているのですが、それについて企業側の受け止

め方はいかがですか。

　別所　考え方は多分２通りあって、従来どおり、

それは費用をかけて取得したので、できるだけ自

由に使いたいと考えているところもあるでしょう

し、個人情報は顧客から預かっているものという

考え方、したがって自分たちと顧客と両者で管理

すべきだと考えているところもあるでしょう。そ

れは会社によってバラバラだと思います。しかし、

後者は実感としてはまだ少ないと思います。

　中川　当社も、自分達が集めた顧客情報は自分

達のものだという意識が強く、何の制限もなくで

きるだけ自由に使いたいというのが本音だったと

思います。ですから、社員に対して「情報はお預

かりしているもの」だと意識を変えてもらうのは、

最初は結構苦労しました。

　ただ、多くの場合、「あなた自身の情報もどこ

かに把握されていることを考えれば理解しやすい

でしょう。」と言うと、わかってもらえました。

　司会　法律の下では、「本人の情報コントロー

ル権の対象」という言い方をしますが、そういう

意識にガラッと変わったということでしょうか。

　中川　変えるように努力していますが、まだま

だという感じです。

　別所　事業計画のために顧客情報が必要だとい

うことになると、担当者としてはできるだけ多く

の情報を集めたいと考えます。

　当社の場合も、まだ「本当に業務にとっての必

要性を説明できないものはだめです。」と繰り返

さないといけない状況です。まだまだ教育を継続

していかざるを得ないと思っています。

　司会　この法律は保護法という名前ではありま

すが、取締法規的ですね。

　堀部　法の分野でいえば行政法です。

　罰則をどう定めるかも随分議論しました。対象

が情報という無体物ですから、有体物を中心に構

築されてきた法体系ではなかなかとらえ切れない

側面があって、いろいろ工夫しながら刑罰を直接

に科すという国もあります。

　これは、監視機関とも関連しますが、ヨーロッ

パと日本のやり方が大きく違います。日本の場合



　顧客データを取り扱う部屋はもともと隔離さ

れていて、24時間監視のカメラが回っています。

入退室も特別なセキュリティ・キーで開けなけれ

ば入れない仕組みはとっていましたが、それをさ

らに厳格にして、顧客情報を２つのレベルに分け、

さらにクレジットカード情報や銀行口座情報など

の信用情報は別の部屋に隔離しました。また、従

来はカスタマーサポートの部署が対象だったので

すが、開発部署も２つに分けて、顧客情報のデー

タベース開発に携わっている者も別な部屋に隔離

しました。

　そして、入退室管理はセキュリティ・キーに加

えて、金属探知機を設置した前室を設け、私物は

全部ロッカーに入れてから両側にガードマンがい

る金属探知機の中を通って入室するようになって

います。

　また、信用情報が入っている機械には、外部

記憶装置は接続されておらず、プリントアウトで

きないようにプリンターは室内に置かれていませ

ん。ですから、データを記録しようとすると紙に

手書きするほかありません。モニター画面の表示

は、１画面１顧客データになっていてリスト形式

では表示できないようになっているので、画面か

らデータをとろうとしても非常にやりにくい仕組

みになっています。部屋からデータを持ち出す時

には、許可証が必要ですし、この部屋では社内電

話も使えないようになっています。

　このようにセキュリティは確保したのですが、

逆に、ほかの部署でデータが必要になった時に、

非常にアクセスしづらいということが現実には起

きています。しかし、そういう不便さを甘受して

も、個人情報を守るということに重きを置くとい

う考えでやっています。

　中川　当初は法律の条文を読んでもよくわから

ないと思っていたので、経済産業省のガイドライ

ンがバイブル的な存在になりました。

　しかし、ガイドラインを見て思ったのは、「何

でこんなに細かいのだ。」「これを全部やらなきゃ

だめなのか。」ということです。

25

2006予防時報 224

には、行政改革の中で新たに独立した監視機関を

設けるというのは大変難しい状況なので、事業所

管大臣が監視する主務大臣制をとりました。です

から、所管大臣は事業者から報告を求め、助言・

勧告をし、最終的には「こうすべきだ」と命令を

出します。その命令に従わなかった場合に初めて

個人情報保護法 56条で 6ヶ月以下の懲役または

30万円以下の罰金に処するということにしまし

た。

どこまでやるべきか

企業の安全管理措置

　司会　情報の漏洩・滅失・棄損を防止するため

の安全管理措置をどのようにやっているのか、お

聞かせ願いたいと思います。

　中川　当社の場合、最初に手をつけたのは、パ

ソコンのセキュリティ対策強化でした。個人個人

がノートパソコンを持って仕事をしますので、盗

難や紛失の対策をどうするかが最重要課題でし

た。

　この９月までに数千台のパソコンを入れかえ

て、セキュリティ対策を強化しましたが、多額の

投資が可能となったのは、この法ができたからだ

と言えるでしょう。

　別所　当社の場合、セキュリティと安全対策は、

従前からかなり強化してきています。
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　ガイドラインには「望まれる」という表現があ

りますが、望まれるというのはどこまでやったら

いいのかと、我々だけでなく迷われた人が多いの

ではないかと思います。当社だったらここまでで

いいだろうと思っても、だれもそれを判断してく

れませんから、結局、自社で判断せざるを得ませ

ん。ガイドラインが出た時、非常に助かったと思

いましたが、読めば読むほど、今度は大変だと感

じました。

　堀部　安全管理措置のところは非常に詳しいで

すからね。

　中川　はい。最終的には企業がどこまでやるか

は自主的に判断して、何か事故が起きた時には、

第三者から見て、ちゃんとやっていたかどうか判

断されるのだろうと思います。

　安全管理措置をどこまでやるかは、当社とヤ

フーさんでは大分違うでしょう。当社の事業形態

からすれば、上中下でいけば中のちょっと下ぐら

いでいいのではないかと判断しましたが、世の中

がどんどん厳しくなっていけば、それに合わせて

いかなければならないと思っています。

　別所　ソフトバンク BBという会社から個人情

報が漏洩したという事件がありました。そのサー

ビス名にヤフーという名前がついていましたの

で、当社は非常に大きいレピュテーション（信用）

リスクにさらされました。その経験から、「相当

ちゃんと守っている」と世の中に認識してもらえ

るだろうというレベルまで、一気に引き上げるた

め、実際に動いたということがありました。

　司会　かなりしっかりした防止策を発表されま

したね。

　それから、技術的・物理的な安全管理措置とは

別に、例えば人的な安全管理措置として誓約書を

とるなど、どの程度ガイドラインに合わせてやら

れているのでしょうか。

　別所　当社の場合は、年に１回、誓約書を出し

直しますが、ただ単に出し直すだけでなく、セキュ

リティやコンプライアンスに関する教育を受講し

た上で、改めて誓約書を出します。

　堀部　その誓約書というのは、印刷されたもの

に署名するだけなのですか。企業によっては誓約

する内容のサンプルがあって、それを本人に書か

せて、自分がこれだけのことをやるのだというこ

とを自分の体に覚え込ませた上で署名捺印すると

いうようにしているところもありますが、いかが

ですか。

　別所　教育を受けて、受講後に出すという仕組

みになっていますので、印刷された誓約書に署名

捺印をするという形です。

　それから、派遣社員の場合は社内ルールで１年

しか雇用しないことになっていますので、最初に

出してもらいます。業務委託でも、社内で作業を

する人については、委託先の会社にお願いして出

してもらいます。

　堀部　研修が終わったところでテストをすると

いうことはしないのですか。

　別所　非常に簡単なものはやっていますが、合

否を決めるようなものではありません。

　中川　当社は今回初めて、誓約書を社員、派遣

社員、業務委託先の人からとるようにしました。

　印刷した書面を渡して、署名、押印するという

形で、１年ごとに提出するということはまだ決め

ていません。１年ごとに出し直すのであれば、教

育研修を受けた後にとるというのが効果的かと思

います。

　司会　電子メールのモニタリングや管理はどこ

までやられているでしょうか。

　中川　今回、パソコンの大幅入れかえに合わせ

て、監視ができ、ログがとれるソフトは組み込み

ました。ですから、もし何かあれば追跡できる形

にはなっていますが、それをだれかが常時見てい

るということはありません。ただ、そういう監視

ツールが入っているということで、悪意の抑止に

はなると思います。

　別所　当社では、私用メールは禁止しています。

メールの履歴は全部サーバーの中に残っています

ので、何かあればいつでもモニターすることがで

きる状態になっています。
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情報のレベル・質によって

取り扱いを峻別したい

　司会　これは厳し過ぎるとか、企業から見た個

人情報保護法への注文はありますか。

　中川　顧客のクレジット情報などは非常に大切

なものですし、厳重に守らなければならないとい

うのは、常識的によくわかるのですが、どこの会

社の何部の誰かというような、いわゆる名刺情報

をクレジット情報と同じ扱いで管理する必要があ

るのかというのは非常に疑問です。同等のレベル

で管理しなければならないというのは、企業とし

ては大変な負担です。

　別所　個人情報は先ほど言ったような形で管理

していますし、それは社内的にもコンセンサスは

得られているのですが、私どもも企業同士でのい

ろいろな関連があって、その関係で入手する個人

情報の管理は、普通の顧客情報と同列にはできま

せん。

　名刺の情報をデータベース化して特別な部屋に

入れてしまうと、ビジネスが動かなくなってしま

いますから、それは社内でも峻別して取り扱って

います。しかし、大事な情報の管理を厳格にする

のは比較的簡単ですが、そうではないビジネス情

報に近いものをどういう基準で管理するかという

のは、なかなか見えづらくて、線引も含めて難し

いと感じています。

　中川　確かに大量の個人情報を扱っているサー

バールームなどのセキュリティは、本当にガチガ

チに固めてしまえばいいので逆にやりやすいかも

しれません。

　しかし、日常、いろいろな顧客情報を持ってビ

ジネスをする中で、その情報を漏れないようにし

なさいと言っても、なかなか難しいです。例えば

先日もある会社が「個人情報が書いてある手帳を

なくしました。」とお詫び広告を出している例が

ありましたが、そこまでしないといけないのかと

思います。

　別所　当社は各行政庁といろいろなやりとりを

していますので、ある行政庁の方がほかの行政庁

の方に私の連絡先やデータを渡して、紹介するこ

とがあります。それで私のところに電話がかかっ

てくることがあります。

　そういう状況が日常的にありますが、それは第

三者提供に当たるのでできないということになる

と、行政も円滑に動きません。この前電話がかかっ

てきた時に、それを言ったら、行政の方も返事に

困っていました。

　堀部　確かにそういう状況はありますね。

　別所　私は、そういうことをほかの部署から聞

かれる立場なので、的確に説明したいと思います

が、なかなか説明しにくいので、情報を峻別でき

る基準があれば、非常にやりやすいと思います。

　中川　当社もグループ会社がたくさんあります

から、人を紹介し合うことは当たり前に起こって

いました。でも、今では、名刺を他のグループ

会社の誰かに渡すなら、まず自分から、先方に対

して「こういう人から電話が入るのでよろしく。」

と伝えるよう指導しています。

　司会　次に、消費者サイドの動きについてです

が、この法律施行の後、苦情や開示請求が増えた

というようなことはありますか。

　中川　開示請求は当社の場合はゼロです。

　別所　当社の場合はオンラインで自分の情報を

閲覧できます。しかし、「どうしても紙で」と言

われたら紙で出さなければいけませんので、その

用意はしていますが、そこまで言われる方は今ま

で皆無です。

　顧客情報ではなくて、採用の応募者で、結局採

用されなかった方から、応募に関する書類を完全

に破棄してほしいとか、返却して応募の履歴を消

してほしいというのが、去年の暮れぐらいから何

件かあって、今もたまに発生しています。

　司会　雇用管理個人情報はこれからの課題かも

しれませんね。

　今までは企業が従業員の情報を管理するのは当

たり前と、管理されるほうも思っていたでしょう

が、出向先に個人情報を渡すのは第三者提供にな
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ると、厚生労働省のガイドラインにも書いてあるの

で大分意識が変わってきているかもしれませんね。

個人情報の保護対策と今後の課題

　司会　次に、保護対策のあり方と今後の課題に

ついてですが、企業の立場で一言ずつお願いした

いと思います。

　中川　先ほども言いましたが、情報のレベルや

質を、本当に個人のプライバシーにかかわるもの

とそうでないもので、段階を設けていただければ、

企業としてはもう少し対応しやすいのではないか

と思います。

　プライバシーにかかわる情報とビジネス上の個

人情報を同列に扱うというのは、何とかならない

かと思います。

　別所　当社の場合は情報の種類によってランク

を５段階に分けていて、それぞれのレベルごとに

コントロールしているというのが実態です。

　先ほどセキュリティの部屋が２つに分かれてい

ると言いましたが、中での細分としてはランクを

５つに分けて管理していますので、できればそう

いう例などをガイドラインなどに出してもらえる

とありがたいと思います。

　個人情報保護法は行政法規ですから、基本的に

何が大事かというと、まず企業やビジネスの実態

を各行政庁に理解してもらうことだと思います。

　その上で、それぞれの企業やビジネスの中で、

会社として個人情報保護をどのように考えている

か、できるだけ繰り返し説明しておくことが大切

だと思います。

　司会　最後に、個人情報の漏洩事故が起きた時

の対応について伺いたいと思います。事故対応マ

ニュアルなどを作っておられますか。

　中川　事故が起こった時、コクヨグループの中

でどういうメンバーが集まって、どういう処理を

するというのは決めました。４月以降、パソコン

が１台紛失したことがあって、その席上で経緯を

説明して、公表するかどうかを議論しました。そ

ういう場を設けることは決めましたが、マニュア

ルは作っていません。

　別所　当社もマニュアルはできてはないのです

が、事故があった時には、社内に事故報告を連絡

する仕組みがあって、それを受けて関連部署が動

くことになっています。個人情報保護法の観点で

いうと、事実確認のために当該部署が動くことは

決まっていますし、同時に、広報の部署が準備を

始めます。

　それから、法務部が行政の窓口になりますので、

主務官庁に動くことになります。概要の報告を

して、外部公表の必要性など社内で決めたことを

伝えて調整をします。各省庁ごとに報告のフォー

マットが決まっていますので、それに従った報告

書を作成して提出するという一連の流れは一応で

きています。

　司会　最近報道されている漏洩事故は、公表

してもダメージにはならないものも多いと思いま

す。最近のニュースをご覧になって、どんな感想

をお持ちでしょうか。

　中川　細かい内容のものまでどんどん表に出し

てくる世の中になっていると感じます。

　個人のクレジットの番号などが流出すれば、そ

れは当然公表すべきでしょうが、パソコンが紛失

し、それには相当なセキュリティがかかっていて

漏洩の可能性は低いということが明らかでも、公

表しなければいけないのか疑問に感じます。

　公表するかしないかは中身の問題だと思います

が、名刺情報的なものしか入っていなくても、公

表しなければいけないのか、非常に悩むところで

す。

　先ほどお話したパソコン紛失事件は、たまたま

後で発見されたからよかったのですが、そのとき

も非常に悩みました。情報量も少なく、アクセス

されていなかったので、そのときは公表しません

でした。

　それから、パソコンと変わらない機能を持っ

た携帯電話などを落としたらどうするのか、中に
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入っている情報すらわからないというものも出て

くると、もう手がつけられないというのが本音で

す。

　別所　個人情報の漏洩と認識したら、主務官庁

への報告が発生します。報告をすると「公表につ

いてどうするのですか。」と行政から聞かれるは

ずですから、まず自社の公表基準をしっかり持っ

ているかどうかが大切だと思います。公表基準を

持っていて、それが妥当であれば、主務官庁の方

からあえて「公表しろ」と言われることはないと

認識しています。

　最近ちょっと気になっているのは、当社も関連

のことをやっているからなのですが、ショッピン

グモールサイト関連の事故です。

　個人情報が出店している店舗から漏れたのかも

しれないのですが、店舗の事故であったとしても、

モールを運営している会社の名前が出てしまうと

いう状況があります。

　どちらでデータを管理するかについてはいろい

ろな方法があって、自社が管理していない個人情

報についてまで、注意をしなければならなくなり

つつあるのかなというのが、私どもとして今感じ

ている懸念の一つです。

　当社もショッピングモールを開いています。各

店舗のシステムを通さずに、ダイレクトにクレ

ジットカード会社とデータのやりとりができるシ

ステムを開発しました。各店舗の方には、クレジッ

トカードの取り扱いについては、そのシステムを

お貸しするので、それを使ってくださいという案

内をしました。

企業文化としてプライバシー・

カルチャーを育てたい

　司会　それでは、最後にまとめの言葉をいただ

きたいと思います。

　堀部　個人情報をきちんと保護することは、企

業の立場で言えば CSRの一環だと思います。

　OECDは、セキュリティガイドラインで、カル

チャー・オブ・セキュリティ、セキュリティ文化

という概念を 2002年に打ち出しました。さらに、

国際社会では、カルチャー・オブ・プライバシー、

あるいはプライバシー・カルチャーという概念も

語られています。

　こういう考え方は、日本ではなかなか理解され

ませんが、企業はぜひ CSRの一環として、プラ

イバシー文化を企業内文化として創造し、育てて

もらいたいと思いますし、また、社会全体として

そのようになればと思います。

　中川　当社も、個人情報保護に真剣に対応して

いることを顧客に伝えることが、信頼を得る道だ

と思って取り組んでいます。信頼を失うというこ

とが企業にとってはダメージが非常に大きいです

から、信頼を崩さないために、個人情報保護には

これからも積極的に取り組んでいこうと思ってい

ます。

　別所　ヤフーは、個人情報をプライバシーとい

う概念で考えていますが、その保護が非常に大事

だと思っていて、また、プライバシー・ポリシー

は、宣言文ではなく、顧客との約束だと認識して

います。

　しかし、ヤフーだけが頑張って守っても、顧客

の情報が全部守られるわけではありませんので、

個人情報に関係のある企業に同じように考えても

らえればと思っています。

　司会　長時間どうもありがとうございました。

長
谷
川
　
俊
明
氏
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１）英国のCCTV(Closed Curcuit Television)の

概要

60年代に小売店舗の万びき防止、道路交通の監

視、地下鉄駅での監視にカメラの導入がなされ、

1985年にボーンマスの街路に監視カメラが導入さ

れ、その後駐車場での利用などがなされ、急速に

拡大した。特に1993年のジェイムス・バルガー事

件における監視カメラの効用が報道されたことや、

1998年の犯罪・秩序違反法（Crime and Disorder

Act 1998）による補助制度が拡大の大きな原因とな

っている。Home OfficeのCCTV補助事業は犯罪防

止計画に基づき1998年に実行され、１億７千ポン

ドが684システムに投入された。その結果、駐車場、

住宅地、中心地を含む広範囲にカメラが設置され

ることとなった。

２）防犯カメラの有効性

防犯カメラの設置はその即効的有効性が高く評

価され、設置を促進する要因となっているが、カ

メラの効果の評価はかなり困難なものである。

CCTVの先進国である英国でも、いくつかの評価が

試みられているが、理解が容易ではない。著名な

１．防犯カメラの効果

犯罪状況の悪化と自治体・市民の防犯への取り

組みが盛んになる中、商店街における防犯カメラ

の設置が急速に進んだ。東京都においても設置へ

の補助制度を設け、また、各区においても同様の

補助制度があり、各地区での設置要望は極めて多

い。また、その中で、プライバシーの保護が叫ば

れ、杉並区の条例（2004年）に見られるように設

置に際し一定の配慮を義務づけるようになった。

また、2002年の警察直接管理による街頭防犯監視

カメラ（警視庁）の設置が新宿歌舞伎町地区で開

始されるに及んでは、厳密な設置と管理基準が検

討されることとなった。しかしながら、商店街で

は、監視カメラに寄せる期待は犯罪だけでなく、

様々な商業サービスと関連しており、むしろ「防

犯」カメラと規定されることによる自主規制が足

かせとなっているとも思われる。防犯カメラの先

進国である英国の事例を参考にしながら、将来の

カメラのあり方を考察しよう。

＊こいでおさむ／東京大学工学系研究科教授

防犯カメラの効果と利用について
小出治＊



ものとして、2002年英国のHome Office の報告書が

ある1）。

この報告書は、

① 英国と米国で22の研究レビューを行い、比較検

討可能なものをとりあげ整理したもの。

② 18の研究によれば、CCTVは有意な望ましい効

果をもたらしている。

ただし、全犯罪への効果は４％で、９研究が

効果あり（英国の研究だけ）、他は効果なし（う

ち５つの米国の研究が含まれる）。

③ 暴力犯罪(violent crime)には効果なし（５研究）、

車犯罪には効果あり（８研究）。

④ 中心地と公営住宅地では２％の減少効果あり。

英国では小さいが有意な差があるが、米国では

ない。４つの公共交通施設での効果は半々であ

る。罪種や設置場所により効果が異なること、

特に米国と英国では評価が大きく異なっている。

ことが報告されている。その後、2005年には英国

の13のシステムを対象に独自の調査研究が行われ、

報告書が提出されている2）。

中心地、駐車場、病院、住宅地に設置された13

のシステム評価を行ったもので、犯罪発生率、住

民の認知度、その他の防犯施策の調査、管理室の

操作・管理および経済性の評価を目指している。

その概要は、以下のようになっている。

(1) 犯罪発生率へ影響

① 13のうち６システムで減少効果が見られた。た

だ２つのみが統計的に有意であった。

② 駐車場や病院を含む混合用途地区では顕著な犯

罪減少が見られた。

③中心地や住宅地では増加も減少も見られた。

④ 住宅地でカメラを移転する方法は長期的な効果

は見られず、短期的な評価手法に問題がある。

⑤ 罪種によって効果に差異がある。衝動的犯罪

（アルコール関連）は計画的犯罪（車窃盗）に比

べ効果が小さいようだ。

⑥ 国の犯罪傾向に応じ、対人暴行は増加し、車窃

盗は減少。

⑦ カメラ属性に効果が依存する。カメラの監視領

域の大きさは効果に比例する（統計的には有意

ではない）。カメラが出入り口など流入ポイント

に設置すれば更に効果がある。

⑧ 空間転移はすべてではないが、認められる。１

つのシステムではすべての犯罪転移、あるシス

テムでは泥棒、車泥棒が転移。

(2) 住民の認知度（設置以前と以後の住民意識の

変化を調査）

①住民は自治区内のカメラの設置を知っている。

② CCTV設置による犯罪不安感（被害者になる）は

減少（３地域で有意）。犯罪不安の減少は２地域

で有意。CCTVの設置を知ることは必ずしも安

心感を増加させるものではない。

③ CCTV設置後の住民行動に変化はなく、設置場所

を避ける人は１％。

④CCTVへの支持は１地域を除き、70％以上の回答

がある。

⑤ 人権への不安は設置に応じ減少、事前・事後の

比較で２～７％減少。

⑥ CCTVへの効果への意識は、住宅地では設置の肯

定的効果に関して減少。

(3) CCTVの管理(５つの特徴：事業目的、管理、

密度、監視領域と設置位置、管理室の技術お

よび操作)

① 事業目的：大部分が明確な目的を有しない。周

辺が設置したから設置する。信頼できる情報の

欠如のまま、財政援助があるから設置する。

② 管理：技術コンサルに過度に依存し、知識と興

味の欠如による管理者が目的遂行を不可能にし
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ている。

③ 設置密度、監視領域と設置位置：カメラの設置

数に関するガイドラインの欠如。必ずしも高密

度の設置は効果には結びつかない。13のうち７

つのシステムで設置位置に関し、技術管理者に

過度の依存から効果を失っている。

④ 管理室の技術および操作：モニタリングの間隔

に関しては13のうち６システムは24時間監視し

ていない。管理室での事件情報は市民からの情

報に依存し、情報のやりとりは少ない。警察無

線の設置が有効。

３）評価の問題点

評価の大きな問題は、統計的な比較を行うデー

タ設計にある。統計的に理想的なコントロールを

行う調査設計を古典的実験計画法 ( c l a s s i c a l

experimental design)の考え方通りに実行できること

は少ない。このため、条件を緩めた疑似実験計画

法（quasi-experimental design)を用いることが多い。

比較検討する要素が多く、検討に使用できるセル

に含まれるサンプルが稀少になってしまう。また、

検討対象以外の要因は充分にコントロールできな

いため、その影響を排除できない。従って、差が

出ても統計的に有意とは判断されない場合が多く

なる。更に、要因間の相互作用に至っては全く手

が出ない。しかし、これら報告書を通して、カメ

ラの効果とは何かを考えるには充分な資料である。

また、CCTVの批判がG.Orwellの“1984”の“Big

Brother”への情報の集中にあるとすれば、むしろ

警察の“Little Brother”化であるという指摘もある。

一般にはCCTVが現在では、ガスや電気・電話な

どの公共インフラとなったという認識があり、そ

の利用を図るべきであるとされている。しかし、

単一の施策ではなく、その他防犯対策と併用する

ことにより効果がある。オランダやデンマークでは

公共空間での監視カメラの設置はまれであり、米国

でも英国に比べれば少ない。人権法(Human Rights

Act 2000)に従い、設置基準(Code of Practice)が制定

されており、①設置の表示義務、②録画情報の保存

期間、③録画情報の提供などの基準が定められてい

る。

４）日本における防犯カメラの効果

前田3）によれば、2000年と2002年の犯罪統計の比

較による有効性の検証がなされている。カメラが設

置された新宿署と類似の繁華街を含む渋谷、池袋、

麻布署を比較し、その結果減少傾向は見られるもの

の断定はできず、管内のより詳細な地区別の比較を

行っている（新宿地区、池袋東口、六本木、渋谷）。

その結果、凶悪犯、侵入窃盗犯においては顕著な

効果があり、非侵入窃盗犯においても侵入窃盗ほど

ではないが顕著な効果が見られるとしている。その

後の追跡調査はされておらず、「その後、歌舞伎町

の犯罪が微増」という現象もあり、効果とは何かの

判断が困難である。

英国の評価と比べると犯罪統計によるものという

限定されたもので、「効果」を判定しようというも

図１　警視庁の街頭防犯監視カメラシステム



のではない。また、短期的な事前事後評価であり、

今後の研究が期待される。

２．日本における防犯監視カメラ

英国における監視カメラシステムが国の補助を

受けた、法に基づく地方自治体と協議会（パート

ナーシップ）の管理によるものであるのに対し、

我が国の監視カメラには大きく以下のようなもの

がある。

１）警察管理による街頭防犯監視カメラシステ

ム

(1) 設置例

①新宿区歌舞伎町地区（2002年２月27日運用開始）

ドームカメラ31台、固定カメラ18台、高感度カ

メラ１台の計50台を設置。各カメラが撮影した

映像は、中継装置に集約され、新宿警察署およ

び警視庁本部に送信。

②渋谷区宇田川町地区（2004年３月22日運用開始）

ドームカメラ10台設置。各カメラが撮影した映

像は、渋谷警察署に集約され、警視庁本部に送

信。

③豊島区池袋西口地区（2004年３月24日運用開始）

ドームカメラ20台を設置。各カメラが撮影した

映像は、池袋警察署に集約され、警視庁本部に

送信。

(2) 運用方法

警視庁では、街頭防犯カメラシステムを整備・

運用するにあたり、財団法人都市防犯研究センタ

ーに調査研究を委託し（『コミュニティセキュリテ

ィカメラシステムに関する調査研究報告書』）、厳格

な運用を行っているとしている。（以下警視庁のホ

ームページより引用）
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(1)厳格な運用

街頭防犯カメラシステムは、東京都公安委

員会規程および街頭防犯カメラシステム運用

要綱に基づき、次のような厳格な運用をして

います。

運用責任者の管理の下、国民の権利を不当

に侵害しないよう慎重を期しています。

街頭防犯カメラの設置区域であることを標示

板により明示しています。

映像データの活用状況を毎月、東京都公安

委員会に報告しています。

(2)具体的運用方法

ア　モニター

部外者が立ち入りできない場所に設置され

た各警察署のモニター室において、 専従の

警察職員が24時間体制でモニターし、110番

通報に基づく事件・事故への対応や客引き、

違法露店などの排除に活用しています。

イ　録画

警視庁本部においてHDDレコーダーによ

りハードディスクに録画され、厳格な管理の

もと１週間保存されています。保存期限が過

ぎたハードディスクは自動的に上書きされ、

画像データは消去されます。

ウ　映像データの提供

映像データを必要とする警察署長等は、正

当な理由がある場合に限り必要最小限のデー

タの提供を受けることができます。

この運用の規定は概ね英国の実施規定と同様であ

るが、英国の規定が多数の利用者を想定した詳細な

マニュアルであるのに対し、簡潔なものとなっている。
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図2 商店街での防犯カメラ（四国新聞紛

2）商店街など市民団体による防犯監視カメラ

警察主体の街頭監視カメラが少数に対し、防犯カ

メラの主読は商店街などで設置されるものである。

犯罪状況が悪化する中、防犯パトロールと防犯カメ

ラの設置は市民主体の防犯活動の双壁である。設置

教の増加とカメラ効果のマスコミ報道などにより、

無秩序な設置に対し批判が起き、警察の指導により、

自主的に設置要綱を作成するようになった。その内

容は、管理主体の明確化と管理方法の明文化であ

り、

図3 スーパー防犯釘（普視庁）
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①限定された管理者

②モニターの原則的禁止

③録画情報の管理と警察への提供

を定めたものとなっている。

更に、杉並区の条例制定以後、いくつかの市で条

例化されている。現在、新規にカメラを設置しよう

とする団体は警察の指導の下、杉並の条例に示され

る様な管理規則を定めている。中には、モニターは

禁止、録画情報は専門ソフトでしか閲覧できず、警

察署が管理というものもある。

他方で、主な設置目的は犯罪抑止であるが、商店

街における違法駐輔、酔客対応、落とし物の対応、

商店の情報発信と幅が広く、多くの目的が常時モニ

ターに依存している。設置・管理基準が樺準化され

厳格になるに従い幅広い利用が困難になっている。

このような現状では、商店街の監視カメラの有効

性は、犯罪発生時の録画情報の警察への提供によっ

てのみ果たされるとととなる。カメラの有効性の評

価は英国の事例が示す様に、モニターし、追跡し、

現場の市民との通信、警察への通報という損作によ

る部分が大きく寄与している。

更に、技術の発展はプライバシー保護の可能性を

充分有しており、自己規制は櫛荷の発展を阻害しか

ねない。また、録画もカメラと録画システムを有

線・無綜で繋ぐという形態に限定されず、カメラ・

録画情報一体式も可能であり、録画情報の管理はよ

り困難になる可能性もある。日本ではあまり問題に

ならないが、画像以外に音声の記録に関して外閏で

は議論されている。

カメラ自主規制の鼻害は、カメラの設置主体によ

る利用が排除されることにより、その効果を直接得

ることができないため、固定式の樟準カメラ（廉価）

というものに陥り、抑止する対象を絞り、その目的

に応じた戦略的対応カ涼可能となることにある。
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表１　杉並区の監視カメラ設置条例

防犯カメラ取扱者等の義務（杉並区条例）

防犯カメラ取扱者および防犯対象区域ごとに定める
防犯カメラ管理責任者（「防犯カメラ取扱者等」とい
う）に、①カメラを設置している旨の表示、②画像
の秘密保持、③画像の非公開・目的外利用および第
三者提供の禁止、④画像の保管、⑤安全管理対策、
⑥画像の本人開示への配慮などの義務を課すことと
します。

３）自治体によるスーパー防犯灯

街頭監視カメラではないが、非常通報装置にカメ

ラを付けたものが、警察・自治体の補助により設置

されている。非常時に警察署と通話（映像付きもあ

る）可能となっており、一般の防犯カメラとは異な

り、警察の協力が必須となっている。

３．開口部の強化策と監視カメラ

公共空間における監視カメラの問題とは別に建物

の開口部の強化に監視カメラやセンサーが用いられ

ている。日本においても、警察庁「安全・安心まち

づくり推進要綱」（2000年）以降、防犯性能の高い

共同住宅の設計指針、および戸建て住宅の設計指針

が整備されてきた。共同住宅においては共用部分を

中心に、戸建て住宅においては開口部を中心に整理

されている。防犯性能の高い建物部品は、犯行時間

５分を目処に手口と使用機材別に実験を行い、その

合否の判定を行っている。また、これとは別に、広

島県（1999年９月）を筆頭に、以下、大阪府（2001

年）、静岡県（2001年９月）、北海道（2003年９月）、

愛媛県（2004年７月）、東京都（2004年10月）で、

防犯モデルマンション制度を導入している。これら

防犯に配慮した住宅は防犯環境設計に基づき、自然

監視性を促す設計を基本にしているが、補助的手段

として、センサーや監視カメラを利用している。特

に近年、廉価になり、エレベーターなど特定の部分

への設置要望が強く、防犯性能の高い部品と同等の

機能を果たすものと期待されている。

日本における防犯カメラシステムの特徴として、

商店街などの民間主体の管理にあり、その利用を厳

格に規定することにより、本来の利用目的から乖離

し、より効率的な利用を追求する芽を削いでいる。

また、防犯に限っても、その効果を最大にするよう

な検討がなされず、設備業者に設置を任せている。

特に、設置場所、監視範囲、カメラの精度には配

慮が充分ではない。中でも設置数に関しては、予算

により決定されるのが通常である。英国の報告にあ

るように、効果は操作に大きく依存しており、防犯

効果を高めるための試行が不可能となっている。他

方、固定化し、録画情報のみの威嚇効果は長期的に

は期待が薄い。

表２　防犯に配慮した共同住宅に係わる設計指針（2001年）

共用廊下、共用階段およびエレベーターホールは、
相互に見通しが確保され、死角を有しない配置又は
構造としたものとし、死角となる箇所については、
防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を講じ
たものとすることが望ましい。

参考文献
1) Brandon C., Welsh and David P. Farrington," Crime
prevention effects of closed circuit television: a systematic
review"Home Office Research Study 252,2002

2) Martin Gill and Angela Spriggs ”Assessing the impact of
CCTV” Home Office Research Study 292 ,2005

3) 前田雅英「犯罪統計から見た新宿の防犯カメラの有効
性」ジュリスト　No.1251,2003.9.1

4)（財）ベターリビング等編　「共同住宅の防犯設計ガ
イドブック」創樹社2001

5)  R.H.Schneider ,T.Kitchen "Planning For Crime Prevention" 
Routledge ,2002

6)  I. Colquhoun "Design Out Crime"Architectural Press ,2004
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による火災や爆発は一般的な産業災害とは異な

り、その発生傾向が廃棄物処理やリサイクル技術

の変化と関連している。また、埋め立てゴミをさ

らに減らすための技術として開発された、廃溶融

炉でも溶融工程で発生する水素による爆発などの

事故が起きている。

さらに、火災や爆発の防止に関する法規は、物

質の状態や危険特性により分類されており、混合

物や成分未知物の多い廃棄物では法的規制の枠外

であったための事故も少なくない。

また、廃棄物の火災では有害物の発生による環

境汚染も起きている。そこで、廃棄物特有の火災

爆発事例とその問題点について考察した。

２．最近の廃棄物事故（火災、爆発）と
その特徴

神奈川県産業技術総合研究所では横浜国立大学

と連携して、国内で発生した廃棄物の運搬、処理、

保管、埋立、リサイクル工程で発生した事故のデ

ータベース化を進めている。データベースに収録

した2005年前期の廃棄物の火災､爆発事故例を表

１に示す。

廃溶剤処理中に死亡事故が発生しているほか、

１．はじめに

全国から排出される産業廃棄物は年間約4億ト

ン、一般廃棄物は約5,000万トンで、いずれも横

ばいの状況が続いている。バーゼル条約（有害廃

棄物の越境移動の禁止）の批准やリオデジャネイ

ロでの第1回の環境サミット（1992年　持続可能

な開発に関する世界サミット）を契機に、政府は

資源循環型社会構築に向けて舵を取った。循環型

社会形成推進基本法の施行と相前後して種々のリ

サイクル法案が制定され、それに対応する技術の

開発も進んでいる。

リサイクルや減容化への取り組みの成果も明確

に現れはじめている｡環境省の統計によれば、平

成7年に9.8％だった一般廃棄物のリサイクル率は

平成14年には16.8％に上昇した。直接埋め立て率

は11.5％から3.6％に激減して、埋め立て地の余

命は8.5年から13.2年と思いもよらず増加してい

る。

しかし、一方では廃棄物の処理やリサイクル工

程では様々な火災や爆発が発生している。廃棄物

＊わかくらまさひで／神奈川県産業技術総合研究所
環境安全チームチームリーダー

廃棄物による火災爆発の
特徴と危険性評価について
若倉正英＊



堆積廃棄物の火災、異常反応によるとみられる爆

発が注目される。

１）リサイクル法に伴う火災爆発危険性と事故

上述したように、埋め立て地の逼迫や焼却に伴

うダイオキシンの発生、ひいては地球環境への政

府としての対応を求められていることから、2000

年に循環型社会形成推進基本法が制定され、種々

のリサイクル関連技術の開発も進んでいる。

一方、新規技術は常に新たな潜在危険性を内包

しており、廃棄物リサイクルや新規の処理・減容

化施設でも様々な事故が発生している。リサイク

ル法とそれに関連した潜在危険性、典型的な事故

事例を紹介する。

① 容器包装リサイクル法(1995年)：プラスチッ

クの油化、ガス化に伴う火災、堆積物の蓄熱
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事故の概要

産業廃棄物処理業で爆発が数回起き、鉄骨平屋の倉庫約380平方メートルなどが炎
上、周辺に駐車中のトレーラーなど約20台が焼損した。作業者1名が死亡した。炎
は一時、数十メートルの高さまで上がり、１時間半近く燃え続けた。
発電所内の廃プラスチック貯蔵タンクから出火、タンク内の廃プラスチックを焼い
た。廃プラスチックの破砕熱または、混入した鉄くずとの摩擦熱で発火した可能性
がある。同発電所は、廃プラスチックのみを燃料にする世界初のプラント。
廃タイヤやタイヤ裁断チップ置き場の火災で、百数十トンのタイヤとトレーラーを
焼失し、13時間後に鎮火した。
産業廃棄物処理会社のピットから出火、焼却用の段ボール、木くずなどがくすぶり、
４時間半後に消火した。
産業廃棄物中間処理会社に野積みされた廃木材が火災となり、40時間後に鎮火し
た。
RDF製造施設の破砕機と集じん機をつなぐ配管で火災が発生した。内部に約60℃の
RDF残さなどがつまり、蓄熱発火したとみられる。
産業廃棄物焼却工場の廃プラスチックや油泥保管場所の火災で、3人が火傷。焼却
炉にクレーンで油泥を投入中にクレーンの先に着火し、油泥に延焼した。
市営清掃センターの不燃物処理破砕機室で爆発があった。けが人はなかったが、破
砕機のカバーがめくれ、入り口の鉄扉のかんぬきが折れ曲がった。
鉄鋼リサイクル業の、使用済みスプレー缶やリチウム電池などを保管する倉庫から
出火、爆発し炎上した。小爆発を繰り返しながら倉庫２棟を全焼した。消防団員が
煙を吸い病院に運ばれた。
産業廃棄物分別処理置き場約700平方メートルが焼けた。プラスチックや鉄くずな
どが高さ約5メートルにわたり積まれ、出火当時は操業を終えていた。
産業廃棄物処理施設の爆発で従業員２人が火傷。トラックに汚泥を積み込んだ後、
アルミ廃材を積もうとした際、爆発が起こった。炎と黒、黄、青色の猛煙が上がっ
た。汚泥中の酸やアルカリ中和除去し、高温で焼却し乾燥濃縮する工程がある。
廃棄物処理業の工場を全焼した。発泡スチロールの溶解炉が火元とみられる。
ゴミ処理施設の破砕処理施設内で爆発があり作業員が負傷した。破砕機にゴミを運
ぶベルトコンベアの上で家庭用のガスボンベが破裂した。

年　月 県

05／10 大　阪

05／08 北海道

05／06 愛　知

05／06 愛　媛

05／06 岐　阜

05／05 三　重

05／05 福　岡

05／04 秋　田

05／04 山　口

05／02 群　馬

05／02 大　阪

05／02 長　野
05／02 大　阪

事故形態

溶剤爆燃

堆積火災

堆積火災

堆積火災

堆積火災

堆積火災

作業中火災

気体爆発

反応爆発

堆積火災

反応爆発

漏洩火災
気体爆発

表１　2005年前半の廃棄物による火災爆発



ストの火災は各地で煙害や消火水による汚染な

ど、様々な環境汚染を引き起こしている。

以上のほかに廃棄物によるエネルギ－回収を目

的に製造されるRDF (Refuse Derive Fuel)、RPF

(Refuse Paper &Plastic Fuel)、し尿の消化発電に

おけるメタンなど発酵ガスの漏洩の危険性も指摘

されている。

２）廃棄物事故とその影響

廃棄物の火災や爆発は施設の破損だけではな

く、環境汚染や消火作業中の消防隊員が被災する

ことがある。廃棄物火災・爆発による主要な影響

と関連する事例を紹介する。

(1) 環境に対する影響

産業廃棄物の組成はきわめて多様であり、火災

時の有害ガスによる大気や土壌の汚染、消火水に

よる河川や地下水への拡散などが報告されてい

る。また、堆積廃棄物は消火に時間を要するため、

近隣の建物への延焼危険もある。

①（事例１）2004年2月の福岡県の旧不燃ゴミ処

分場で火災が発生し、1年以上経過して鎮火宣言

が出された。一時、環境基準値を超える有害物質

が周辺地域に拡散し、全国平均値の約17倍のダイ

オキシン類が検出された。堆積廃棄物の蓄熱発火

による可能性もあるとされた。

②（事例２）沖縄県で2001年11月に発生した産業

廃棄物最終処分場火災は、2年近く経過しても悪

臭が漂い、ぜんそくやかゆみなどの被害を受けた

住民が経済的被害を含めて訴訟を起こしている。

③（事例３）2002年4月、埼玉県で多量に堆積さ

れた産業廃棄物から火災が発生し､19日間燃え続

けた。この火災で隣接する工場が全焼した。ダイ

オキシン問題が発生した後、焼却できない産業廃

棄物が市内各所に野積みされていた。
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（火災事例）同リサイクル法制定当時、一般廃棄

物として分別収集された廃プラスチックは油化が

本命とされ、プラスチック油化のパイロットプラ

ントが建設された。しかし、主要な2施設で溶融

プラスチックの漏洩火災が発生し、施設が炎上し

た。廃プラスチックの油化施設は化学プラント同

様の構成だが、当初熱履歴を受けたプラスチック

の発火温度を高く見積もったことから、危険への

認識が薄く、プロセス安全の検討が不十分であっ

た。これらの火災の影響もあって、廃プラスチッ

クを油化するという流れは止まった。

②家電リサイクル法(1998年)：破砕粉の蓄熱

（火災事例）家電品の破砕工程で発生した、シュ

レッダーダストの堆積場で火災が発生した。消火

水が付近の川を汚染する可能性があるため十分な

放水ができず、消火に日時を要した。

③ 建設資材資源化法（建築廃材リサイクル）

(2000年)：木粉チップの蓄熱

（火災事例）建築廃材リサイクル法の施行に伴い、

廃木材のチップ化が各地で行われたが、品質上の

問題でパルプ材としては使えないなどの理由か

ら、全国で野積みされている。千葉県佐倉市では

堆積されたチップが長期間断続的に燃え続け、最

終的には千葉県が撤去することになった。

④ 食品循環資源再生利用促進法（食品リサイク

ル）(2000年)：堆肥化での過熱

（火災事例）2003年に神奈川県のスーパーマーケ

ットの生ゴミ堆肥化装置室から火災が発生し、そ

の後爆発した。数件の類似火災が発生していたこ

とが判明し、「加熱を伴う業務用生ゴミ処理機に

おける安全対策指針」が策定された。

⑤ 自動車リサイクル法制定(2002年)：破砕粉の

蓄熱、ガス発生剤の分解

（火災事例）廃車から発生するシュッレッダーダ



(2) 事故による操業停止の影響

廃棄物は産業活動、日々の生活から連続して排

出されるものであり、火災等で施設の操業が停止

すると、大きな社会的影響を与えることになる。

一般廃棄物処理施設では、そのような事態を想定

して、近隣施設と相互支援の協定を結んでいると

ころもあるが、大規模施設が停止すると市民生活

は大きな影響を受けることになる。

①（事例１）1997年に廃溶剤等を焼却する川崎市

内の工場の廃油タンクから火災が発生した｡この

施設では廃溶剤の受け入れを長期間停止したた

め､廃溶剤処理を委託していた多くの化学工場が

生産計画の変更を余儀なくされた｡

②（事例２）一般廃棄物処理施設に搬入されるス

プレー缶の爆発により、破砕施設が破損する例が

多い。2003年には、一般廃棄物処理施設で不燃ゴ

ミを破砕処理中に、破砕機内で爆発が起きた。直

接被害は約2,100万円であり、施設の休止は約1年

にもなった。休止が1カ月を超える一般廃棄物処

理施設での火災や爆発は毎年数件発生している。

(3) 消火作業での被災

廃棄物の火災はくすぶり燃焼となることが多

く、有毒ガスだけではなく可燃性ガスも発生する

ことがあり、その爆発によっても消防士が死傷し

ている。

①（事例１）三重県多度町でのRDFタンクの貯槽

では、タンク内でのくすぶり燃焼で発生した可燃
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性ガスによるとみられる爆発で、消防士2名が死

亡した。

②（事例２）全項で紹介したスーパーマーケット

の生ゴミ堆肥化装置室の爆発では、消防士9名を

含む11名が負傷した。この爆発も、生ゴミのく

すぶり燃焼で可燃性ガスが発生して、着火爆発し

たものと推定された。

(4) 大きな物損

一般廃棄物として家庭から排出されるスプレー

缶やカセットボンベは、処理施設に思わぬ損害を

与えている。表２は自治体の廃棄物処理施設の連

合体である「日本廃棄物処理施設技術管理者協議

会」による、平成12～15年の一般廃棄物処理施

設に対するアンケート調査結果である｡過去の調

査と比較すると破砕施設での火災、爆発事故の件

数は減少しているが、大きな直接損害が生じた施

設は依然として多い｡破砕施設以外でも､搬送コン

ベアや焼却施設でも多額の損害が生じており､施

設の安全化の推進が求められている｡

３）廃棄物、リサイクル固有の火災爆発要因と

事故事例

廃棄物の処理やリサイクルでは、この業種固有

の原因で火災や爆発となったり被害を拡大させる

例が多い。そこで主要な発生要因を事例とともに

紹介する。

(1) 密閉

廃棄物は臭気を伴うため施設

が密閉構造であることが多い。

そのため、火災に対して放水な

どの消火活動が行いにくいこと、

火災により発生した有害ガスや

可燃性ガスが施設内に充満して、

二次的被害を引き起こす例もあ

表２　一般廃棄物の破砕工程での火災、爆発での被害額（1,000万円以上／単位:円）

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度

10億、3.5億　 5,000万 4億、5,800万 1,800万、1,000万
7,300万、6,300万

7,850万、1,600万 6,900万、1,800万 4,100万 5,000万、3,300万
1,100万 1,700万 2,000万

火
災

爆
発



③金属成分と水との反応：シュレッダーダスト

アルミニウムや鉄は粉砕された状態で水と接触

すると、発熱したり水素を発生する。これらの金

属粉を含有するシュレッダーダストが雨水などに

濡れた後、発熱しやすいことは現場では知られて

いる。

④ 工程で加えられる熱（乾燥、成型、破砕、摩

擦）：RPF、燃料用廃プラスチック

廃棄物の破砕や加熱成型による熱を放熱せず堆

積すると、火災となる危険性がある。

⑤原因がそれらのいずれかまたは複合的な発熱

ゴミピットや大量に野積みされた廃棄物は、発

酵熱、酸化熱、酸化カルシウムなどの水反応性物

質との接触、たばこなどの点火源など多様な火災

危険性を内包している。

(3) 危険物の混入

廃棄物を取り扱う人々にとって、火災や爆発の

引き金となる危険物の混入は頭痛の種である。一

般廃棄物処理施設では多量の花火やライター、カ

セットガスボンベ、ヘアスプレー缶、塗料缶など

が取り除かれているのを目にする。これらの大部

分は手選別により取り分けられるが、選別の目を

くぐって焼却炉や破砕装置を破損させる例も多

い。

一方、スプレー缶による事故防止について、行

政の対応が二分されている。東京消防庁はスプレ

ー缶の穴開け作業での火災危険を訴えているが、

穴開けをしていないスプレー缶は回収しない、と

している自治体も多い。

以下の事例にあるように廃棄物の安全は、捨て

る側の倫理に負うところが多く、行政が明確な基

準を示すことも必要である。

（事例）2000年に神奈川の廃金属処理施設で破砕

機が爆発した。持ち込まれたスクラップの中に旧
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る。不燃ゴミの破砕施設ではスプレー缶による事

故が多く、放爆構造のない施設では大きな損害が

生じている。

（事例）廃棄物破砕施設や焼却施設の搬送コンベ

アは密閉式のものが多く、火災の検知、火災時の

放水が困難である。そのため搬送コンベアの火災

で大きな被害が生じる例が少なくない。2002年に

東京で起きた不燃物処理施設のコンベア火災で

は、施設自体も密閉構造であったため、煙に巻か

れた消防士が中毒して亡くなった。

(2) 蓄熱

表１で紹介したように最近では、野積み産業廃

棄物、廃タイヤ、RDF、RPF、木粉チップ（バイ

オマス燃料対応）などの堆積物火災が目立ってい

る。蓄熱火災は発熱と放熱のバランスにより発生

し、初期発熱の有無やその大きさ、堆積量や堆積

状態が大きな要因となる。廃棄物はその種類によ

り発熱の形態が異なるので、その点を考慮して危

険性の事前評価を行う必要がある。

①発酵による初期発熱：RDF、木チップ

牧草や籾殻などの貯蔵中の発酵による火災はよ

く知られている。RDFや木チップも同様の原因で

火災となると考えられる。木チップは生木由来の

ものがもっとも発火しやすく、何度も循環使用さ

れた合板のチップは火災になりにくいといった傾

向がある。木チップはバイオマス燃料の利用増加

に伴い生産量も増加するとみられ、適正な貯蔵管

理が求められる。

② 低温での酸素酸化：古タイヤ、廃油処理用活

性白土、廃プラスチックなど

不飽和炭化水素を含有する物質の典型的な火災

は、てんぷらの揚げ玉火災である。劣化したタイ

ヤやある種のプラスチック類も、比較的低温で酸

素酸化による発熱が起きる。
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日本海軍の爆雷が混入したためであった。第二次

世界大戦中の不発弾が建築廃材として持ち込ま

れ、焼却中に爆発する例もあった。

(4) 誤混合

混合危険とは、2種類以上の化学物質の混合に

よる予期せぬ化学反応が、有害物質や熱（発火）

を発生する危険性である。産業廃棄物処理では化

学的な処理が増加していることや、一般廃棄物で

も重金属の処理剤として酸やアルカリ、有機物分

解に関して使われる過酸化水素など混合危険物が

使用されていることから、混合事故の危険性は高

い。

混合事故の発生数は過去20年にわたり大きな変

化はないが、中毒に比べて火災・爆発事故の比率

が増加している。誤混合などで発生する硫化水素、

塩素、シアン化水素などによる、中毒事故に関す

る知識や安全対策が普及しつつあるためだと思わ

れる。

混合事故は貯蔵工程、化学処理、廃液の輸送な

どで発生する。

３．危険性の評価1)

最近の廃棄物事故に対しては種々の危険性評価

機器を活用して、事故原因の解明が進められてい

る。これらの事故調査で利用される技術は、事故

の発生防止にも活用可能である。危険性評価機器

の詳細は参考文献を参照されたい。

１）蓄熱の危険性評価

高圧示差熱天秤は、数ミリグラムという少量の

試料を加圧酸素、または空気中で昇温し発火温度

を測定するものである。米国鉱山局で開発した、

石炭の火災危険性評価手法を改良したものであ

る。

C80はフランスで開発された熱量計である。原

理は消防法5類危険物の判定に利用されている、

示差走査熱量計（DSC）と類似しているが、数グ

ラムの試料の測定が可能である。この装置は本来、

化学反応の熱危険性評価などのために開発された

のだが、RDFやシュレッダーダストの初期発熱現

象の解析にも活用されている。

SITは自然発火試験装置の略称である。本装置

は約1gの試料を等温保持して、発火までの時間

（断熱誘導時間）を測定するものである。

ワイヤーバスケット試験は「危険物輸送に関す

る国連勧告」での、自己反応性物質の発熱危険性

評価に使用されている。径10cmの方形のワイヤ

ーバスケットに試料を詰め、恒温槽で一定温度に

保持して昇温の有無を計測するものである。試料

量が1リットルと大きいので、廃棄物のように成

分や形状不均一の試料の発熱、発火危険性の検討

に適している。

TAMは新規の超高感度の熱量計で、生物反応

などの微少熱量測定に利用されてきた。（独）消

防研究所では、本装置を木チップなどの初期発熱

過程の解析に利用している。

２）混合危険性評価

廃液の処理や焼却では、廃液同士の混合危険性

を知る必要がある。現場では少量を混ぜ、ガスや

熱の発生を調べているのが現状だが、大量処理で

は思わぬ混合反応が起きる可能性がある。より簡

易な危険性評価法の開発が待たれている。

（参考文献）

１）「化学プロセス安全ハンドブック」、田村昌三編、丸
善、2000年
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の状況、立入検査の状況等から都内の雑居ビルの

潜在危険を抽出したうえで、現在、当庁が実施し

ている雑居ビルの防火安全に対する取組みについ

て紹介する。

１．東京の特殊性

東京の特殊性として、(1)都市の過密化、(2)都市

の24時間化、(3)雇用形態の変化、(4)不動産の証券

化、(5)用途変更・リニューアル工事の増加等があ

げられる。

(1) 都市の過密化

東京の事業所数及び従業員数は、他府県と比べ

圧倒的に多い。

また、東京の人口総数約1,300万人は、全国総人

口の約1割を占めており、人口密度とともに全国１

位を示している。

(2) 都市の24時間化

① 1980年代後半から、貿易摩擦や円高などにより

海外投資や海外生産が急速に進展した。同時に、

金融規制が自由化され、海外資金の運用や海外

為替市場への参入が起こった。この頃から企業

経営の国際化が加速し、現地時間に合わせた業

はじめに

平成13年９月１日深夜「火事です！ビルが燃え

ています！歌舞伎町１番街です。……」との119番

通報が東京消防庁に入った。この新宿歌舞伎町で

発生した火災は、地下２階、地上５階建てで、延

面積が516㎡の飲食店、遊技場、風俗営業店舗等が

多数入った小規模雑居ビルの火災であった。

この火災で44名の尊い命が奪われた。このこと

から、当庁が設置した「小規模雑居ビルの火災安

全対策検討委員会」や総務省消防庁が設置した

「小規模雑居ビル火災緊急対策検討委員会」で、な

ぜ多数の死者が発生したのか、他に数多く存在す

る小規模雑居ビルの安全対策は如何にすべきか等

について検討した。

その後、総務省の消防審議会を経て、平成14年

４月26日に①消防機関による違反是正の徹底、②

ビル管理者による防火管理の徹底、③避難・安全

基準の強化等を柱とした消防法の改正が行われた。

この消防法の改正概要及び改正消防法施行直後の

対応については、2003年「予防時報」215号で紹介

されているので、本稿では、東京の特殊性、火災

＊まつのゆうじ／東京消防庁予防部査察課
課長補佐兼査察計画係長

雑居ビルの防火安全に
対する取組みについて
松野祐司＊



務体制などにより企業活動が24時間化した。こ

うした企業活動の24時間化により都市活動・都

市生活も24時間化していったと考えられる。

② 都市の24時間化の一例として風俗営業等の全国

の状況を警察白書よりみると、キャバレー、バ

ー、料理店等の接待飲食営業（※風営適正化法

第２条第１項第１号から第６号までに規定する

営業をいう。）や遊技場営業（風営適正化法第２

条第１項第７号及び第８号に規定する営業をい

う。）が減少傾向にあり、深夜酒類提供営業（風

営適正化法第２条第11項第３号に規定する営業

のうち、深夜において営むものをいう。）が横ば

い状態にあるのに対し、性風俗関連特殊営業店

舗（風営適正化法第２条第５項に規定する営業

をいう。）が大幅に増加している。（図１参照）

都内の性風俗関連特殊営業店舗は、5,062件

（警視庁の統計平成15年）で全国の約35％を占め

ており、平成11年以降年々増加している。

(3) 雇用形態の変化

雇用者の正社員、アルバイト等を雇用形態別に

比較すると、平成11年は正社員・正職員が65％、

パート・アルバイトが35％であったが、平成16年

では正社員・正職員56％、パート・アルバイト

44％と、パート・アルバイトが増加している。

(4) 不動産の証券化

不動産の証券化市場は短期間のうちに急激な拡

大を続けている。（図２参照）

その背景として国土交通省の土地白書によると、

「保有財産の効率化や減損会計への対応を進めるた

め、資産のオフバランス化を企業が進めているこ

と、さらには、不良債権処理等により企業が多く

の土地を市場に放出していることが挙げられる。」

とある。

この不動産の証券化により、消防法上の履行義

務者（消防法第８条第１項に規定する管理につい

て権原を有する者及び消防法第17条の４第1項に規

定する関係者で権原を有する者等）の特定が困難

な状況になってきており、違反是正指導等の支障

となっている。

(5) 防火対象物のリニューアル工事、用途変更の

増加

近年、景気の低迷等を背景として、建て替えよ

りも建築費用を安く済ませ、かつ、空室率の減少、

集客率の向上等を図るため、既存テナントのリニ

ューアル、用途変更等が頻繁に行なわれており、

当庁管内における用途変更に係る消防同意受付件

数は10年間で４倍になっている。

しかし、既存テナントのリニューアル等の工事

は、建築基準法に基づく確認申請を要しないもの

が多く、当該工事の計画段階において消防機関等

による防火安全上のチェックが行なわれずに、火

災予防上危険な状態のまま営業が開始される例が

後を絶たない。この結果として、避難経路の不備、

消防用設備等の未設置等が生じるなど、火災予防

の観点から極めて憂慮される状況にある。
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図２　不動産証券化の推移（土地白書17年版より）図１　風俗営業店舗等の推移（警察白書より）
※風営適正化法：風俗営業等の規制及び業務の適正化等
に関する法律（昭和23年法律第122号）
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２．火災の状況

(1) 火災件数

東京消防庁管内の火災件数は全国の火災件数の

約１割を占めており、全国で一番多くなっている。

平成16年中の東京消防庁管内の火災件数は6,747

件で、前年に比べ513件（8.2％）増加している。こ

こ10年間の火災件数をみると、約6,200件から7,000

件の間を推移しており、平成16年は10年間の平均

発生件数より若干多い発生件数となっている。

(2) 建物用途別火災件数

建物用途別に火災件数をみると、平成12年から

平成16年の合計12,090件のうち、寄宿舎、下宿又は

共同住宅（以下「共同住宅等」という。）が最も多

く56.2％を占めており、次いで複合用途防火対象物

のうちその一部が特定用途に供されているもの

（以下「複合用途特定防火対象物」という。）が

30.4％、複合用途防火対象物のうち複合用途特定防

火対象物以外（以下「複合用途非特定防火対象物」

という。）が23.0％、事務所等その他の事業所が

10.0％となっている。また、火災件数の推移をみる

と、複合用途特定防火対象物火災は増加傾向を示

している。

(3) 雑居ビルの火災状況

雑居ビルの火災状況として、ここでは複合用途

特定防火対象物の火災状況について述べる。平成

16年中に発生した火災は785件で、前年に比べ63件

増加しており、過去５年間で最も多い発生件数と

なった。火災程度別にみると、前年よりも全焼が４

件、半焼が14件、ぼやが64件増加している。また、

死者は２人、傷者は19人増加している。（表１参

表１　複合用途特定の火災状況

年別 火災件 火災程度（件） 焼損床 死者 傷者

数（件）全焼 半焼 部分焼 ぼや 面積（㎡）(人) (人)

12年 696 4 24 164 504 4,434 4 150

13年 741 12 19 160 550 4,862 50 149

14年 727 7 18 159 543 3,400 9 156

15年 722 2 12 168 540 2,492 10 165

16年 785 6 26 149 604 4,432 12 184

（東京消防庁「火災の実態」より）

表２　雑居ビルの火災事例

事例１　防火管理者未選任のテナントから出火し、避
難誘導が行われなかった火災

出火時間 午前１時頃　

建物構造等 耐火造8/2、延577㎡

用　途 物品販売店舗、飲食店等

被害状況 部分焼１棟30㎡焼損

概要
出火原因は、４階店舗の広告用看板の照明用として

使用している蛍光灯の配線を手より接続をしていたた
め接触不良を起こし、接続部が過熱して出火したもの
である。
出火時店内にいた客がカーテン部分から炎が上がっ

ているのを発見し、従業員に火災の発生を知らせた。
従業員は厨房から鍋に水を汲みカーテンにかけたが効
果がなかった。この雑居ビルには、29人在館していた
が、避難誘導はなく自力で避難している。
また、10事業所のうち６事業所は防火管理者が未選

任であった。

事例２　管理区分が複数ある建物で連携体制不備によ
り延焼した火災

出火時間 午前６時頃

建物構造等 耐火造30/2、延39,550㎡

用　途 飲食店、物品販売店舗、共同住宅

被害状況 部分焼１棟150㎡、天井259㎡

概要
この火災は、２階飲食店から出火したもので出火原

因は不明である。
物品販売店舗の店員が１階店内で接客中に自動火災

報知設備のベルが鳴動したため、店外へ出ると２階飲
食店の排気ダクトから煙が出ており、さらに火炎が噴
出してきたので店内の従業員に知らせ、知らせを受け
た店員が通報した。
なお、防災センター（共同住宅部分を管理）にいた

管理人は、自動火災報知設備のベルの鳴動を確認した
が、店舗部分は責任区分外であったため防災センター
に設置された店舗部分の副受信機の表示を確認しなか
った。その後２階飲食店から煙がでているのを発見し
たが、管理会社に連絡しただけで消防機関に通報しな
かった。非常放送は到着した消防隊の指示で行った。
店舗部分の夜間の管理は、委託（遠隔監視による機

械警備）されており、出火時は飲食店舗は無人で施錠
されていたため、初期消火は行われていなかった。

（東京消防庁「火災の実態」より）



照）

出火原因については、第１位が放火・放火の疑

いで180件（22.9％）、第２位がたばこの122件

（15.5％）、第３位がガスこんろで81件（10.3％）の

順となっている。

なお、雑居ビルの火災事例は、表２のとおりで

ある。

３．立入検査における違反指摘の状況

(1) 違反分類別違反指摘割合

平成16年中の東京消防庁管内の違反指摘件数は

約13万件で、防火管理者未選任・避難訓練未実施

等の防火管理に関する指摘が最も多く、全体の

58.6％を占めており、次いで消防用設備等の点検未

報告19.4％、自動火災報知設備感知器未警戒等の消

防用設備等の維持管理関係が14.4％の順となってい

る。

(2) 用途別違反指摘割合

違反指摘された対象物１棟あたりの違反指摘件

数を防火対象物の用途別にみると、特定用途では、

キャバレー、ナイトクラブ等が５件と最も多く、

次いで複合用途特定防火対象物が4.84件となってい

る。また、老人福祉施設、救護施設等が1.59件、幼

稚園、盲学校等が0.98件とキャバレー、ナイトクラ

ブ等に比べ少なくなっている。

非特定用途では、事務所等その他の事業所が2.15

件、複合用途非特定防火対象物が2.12件と多くなっ

ており、自動車車庫、駐車場が1.11件、重要文化財

等が0.46件と事務所等と比べ少なくなっている。

４．雑居ビルの潜在危険

東京の特殊性、火災の状況、立入検査による違

反指摘状況から雑居ビルに係る潜在危険をあげる

と次のとおりである。

① 複合用途特定防火対象物の火災は、増加傾向を

示しており、出火原因として放火・放火の疑い
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が最も多い。

② 風俗営業等深夜時間帯の営業は、飲酒の影響に

より避難に支障がでることが予想される。

③ 多数の事業所が入っている雑居ビルは、火災時

には通報、避難誘導、初期消火等自衛消防活動

を連携して行わなければならないにも係らず、

立入検査での違反指摘では、防火管理関係の違

反が約６割を占めている。また、違反指摘対象

物１棟あたりの違反指摘件数については、飲食

店や風俗関係施設及びこれらを含む複合用途特

定防火対象物の違反が多い。

④ 不動産を証券化する防火対象物が年々増加して

おり、管理権原者の特定が困難なことから違反

是正等に支障をきたしている。

⑤ 既存テナントのリニューアル、用途変更等が頻

繁に行われているが、計画段階において消防機

関等による防火安全上のチェックが行われてい

ないため、火災予防上危険な状態のまま営業が

開始される例が後を絶たない。

５．当庁が実施している施策等

当庁では、平成14年の消防法の改正及び雑居ビ

ルの潜在危険を踏まえて様々な施策を実施している

が、ここではこのうち主なものを紹介する。

(1) 繁華街地域における一斉査察

① 消防法の改正により、立入検査の時間的制限が

なくなり、立入検査実施時に消防吏員がその場

で物件の除去命令を発動することが可能になっ

た（予防時報第215号表２参照）。

このことから、平成15年７月より迅速な人命

危険の排除を目的とし、不特定多数の人が利用

する防火対象物が多数存する地域で、多数の防

火対象物に対して一斉に立入検査（以下「繁華

街査察」という。）を実施している。この繁華街

査察は、避難施設及び防火設備の維持管理に着

目した立入検査で、区・市役所及び警察署とも

十分に連携を図り行っている。
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② 本年６月13日から７月29日までの間、査察課、

各消防方面本部、関係消防署に繁華街特別査察

推進本部を設置し、中元時期をとらえた繁華街

査察を実施した。

この期間中に消防吏員が、避難に支障があると

認め、避難施設に存置されたダンボール、ビー

ルケース等の物件の所有者等に対し、その場で

物件を除去させる等の命令（消防法第５条の３

第１項命令）を55件発動するなど、徹底した違

反是正を図った。

繁華街査察の効果の一例として、平成16年２月

に新宿歌舞伎町で実施した繁華街査察では、459

対象物に対し立入検査を行い、そのうち143対象

物に違反があり、違反率が31.2％であったが、

同年12月に実施した同地域の繁華街査察では、

違反率が20％と約11％低下した。このことは、

繁華街査察が個々の防火対象物関係者の意識を

高め、それが地域全体の成果につながったもの

と考えられる。

今後も引き続き繁華街査察を積極的に実施して

いく。

(2) 小隊立入検査の実施

当庁では、東京消防庁査察規程の改正（予防時報

第215号２(2)参照）により、防火対象物の規模にか

かわらず、危険度の高い対象物から重点的に立入検

査を行っている。都内には約30万の査察対象物があ

ることから、これらの対象物に対し定期的に立入検

査を行うため、消防隊による立入検査（ポンプ自動

車によるもので、以下「小隊立入検査」という。）

を計画的に実施している。

この小隊立入検査は、通常時の検査の他、ぼや火

災等の災害活動が終了した以降に災害出場した対象

物又は隣接対象物に対して、避難施設及び防火設備

の維持管理状況に限定して行っている。

(3) 違反是正の徹底

① 改正消防法が施行された日（平成14年10月25日）

以降、積極的かつ適切に違反是正に努めた結果、

消防法施行日以前に比べて命令件数及び警告件

数は大幅に増加している。（図３参照）

② 平成16年中の命令件数は311件で、この内訳とし

て政令対象物（消防法施行令第６条に定める防

火対象物をいう。）が284件、危険物施設等が27

件である。

また、政令対象物における命令284件を違反項

目別にみると、物件の除去命令（消防法第5条の

３第１項）が157件（55％）、消防用設備等の設

置維持命令（消防法第17条の４第１項）が110件

（39％）、防火管理業務適正執行命令（消防法第

８条第４項）が８件（2.8％）となっている。

③ 政令対象物の用途別命令状況としては、複合用

途特定防火対象物に対する命令が最も多く118件

（42％）で、履行期限内の１件を除き全て違反を

是正した。（表３参照）

図３　東京消防庁管内の命令・警告件数の推移写真　立入検査の様子
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(4) そ及対象物に対する消防用設備等の設置促進

及び違反の是正

平成14年の消防法施行令の一部改正に伴い、同年

10月25日から約３年間にわたり、既存防火対象物に

係る自動火災報知設備、避難器具の設置等のそ及事

務に積極的に取り組んできた。その効果として、そ

及対象物から出火した事例の中で、期限内に自動火

災報知設備を設置したことにより火災を早期に発見

することができた事例があった。（表４参照）

しかしながら、経過措置期限後未だに改善されな

い対象物があることから、当庁ではプロジェクトチ

ームを設置して関係者指導の徹底及び適時適切な違

反処理の実施により100％改善を目標に推進してい

るところである。

(5) 火災予防条例の改正

前述した潜在的危険性を伴う防火対象物の使用実

態に即した、防火安全向上策を第16期火災予防審議

会（都知事の諮問機関）で検討した。この答申を踏

まえ、平成17年10月13日に火災予防条例が改正さ

れた。

本改正は、防火対象物の使用・変更等を的確に把

握し、建築段階から適法な状態を確保するための届

出制度の整備や、避難等に関するシミュレーション

を活用した建物利用者の火災時の安全を確保する仕

組みの整備、防火安全に係る知識を有する者を育成

するための防火安全技術講習制度の導入等を図った

もので、一部を除き平成18年４月１日から施行とな

る。（表５参照）

おわりに

以上、雑居ビルの潜在危険を列挙するとともに現

在、当庁が実施している施策等を概説したが、平成

13年の雑居ビル火災が発生した歌舞伎町には雑居

ビルが約660対象物ある。その中には、約5,000の事

業所があり、１年間で約1,000事業所が入れ替わる

と言われている。この地域を抱える新宿区では、

「歌舞伎町ルネッサンス推進協議会」を発足し、地

元商店街と東京都、警察、消防の関係行政機関が一

体となり歌舞伎町クリーン作戦、地域の活性化、健

全で魅力あるまちづくりを進めているところである。

当庁として、今後も立入検査等を通じて、防火対

象物関係者に対し自主防火を認識させるとともに、

消防法令違反については、厳正に違反処理を行い防

火対象物の安全性の向上を図っていく。

表４　そ及対象物に自動火災報知設備を設置したこと
により効果があった事例

出火時間 午後９時頃

建物構造等 耐火造5/0、延497㎡

用　途 複合用途（飲食店、共同住宅等、事務所）

被害状況 部分焼１棟４㎡

概要
この火災は、複合用途ビル１階から出火したもので

ある。出火原因は、飲食店従業員が前日使用した油を
凝固剤を使用して固めるため、ガステーブル上の中華
鍋に油を入れて火をつけたが、そのまま客と話し込ん
でしまった。その後、火をつけていることを忘れて外
出してしまったために油が過熱して出火したものであ
る。
当該ビルの３階住民が自室にいたところ、自動火災

報知設備（平成14年の消防法令の改正により設置義務
が生じたもので、消防署の指導により経過措置期限内
に設置したもの）のベルが聞こえてきたので外に出て
確認すると、１階の飲食店から煙が出ていたため、火
事だと思い119番通報した。
効果等
出火した店舗が無人であったことから自動火災報知

設備が設置されていなければ、覚知の遅れから延焼拡
大したおそれがあった。結果として、自動火災報知設
備のベル鳴動により火災を早期に発見することができ、
けが人が無くまた、延焼拡大しなかったことは、効果
的かつ、時機を得た自動火災報知設備の設置が行われ
た例である。

表３　政令対象物の用途別命令状況

用途内訳 命令件数

複合用途（特定） 118件

共同住宅用 101件

物品販売店舗等 41件

飲食店 10件

遊技場等 5件

その他 9件

合計 284件



48

2006予防時報224

表５　条例改正概要

１　防火対象物の使用・変更等の届出制度の整備

(1) 防火対象物工事等計画届出の新設［第56条関係］

指定防火対象物の改装工事等を行なう場合は、工事等に着手する７日前までに必要な図書を添付して届け出るよう
規定された。
また、防火対象物の所有者は届出が適正に行なうことを求めるよう努めなければならないこととされた。（次の(2)及
び(3)についても同様）

(2) 防火対象物使用届出の見直し［第56条の２関係］

防火対象物を使用する場合は、使用を開始する7日前までに必要な図書を添付して届け出し、使用開始前に検査を受
けなければならないと規定された。

(3) 防火対象物一時使用届出の新設［第56条の３関係］

防火対象物を一時的に不特定の者が出入する店舗等として使用する者は、使用を開始する7日前までに必要な図書を
添付して届出し、検査を受けるよう規定された。これに伴い第60条の規定が削除された。

(4) 火気使用設備等設置届の見直し［第57条関係］

火気使用設備等を設置しようとする場合は、工事に着手する日の７日前までに必要な図書を添付して届け出し、使
用開始前に検査を受けるよう規定された。

(5) 少量危険物貯蔵取扱所等の届の見直し［第58条］

少量危険物貯蔵取扱所等を設置及び変更する場合は、設置又は変更をしようとする日の10日前までに必要な図書を
添付して届け出し、検査を受けるよう規定された。

(6) 消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画届の新設［第58条の2関係］

指定防火対象物において、消防法第17条の14の規定による届出を必要としない消防用設備等又は特殊消防用設備等
を設置する場合は、工事に着手する日の10日前までに届け出するよう規定された。

(7) 消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届の新設［第58条の3関係］

前(6)の消防用設備等又は特殊消防用設備等（消防法第17条の３の２の規定により届け出て検査を受けるものを除く）
を設置したときは、工事が完了した日から４日以内に届け出し、使用開始前に検査を受けるよう規定された。

(8) 観覧場又は展示場における催物の開催届の新設［第59条の３関係］

観覧場又は展示場において多数の者を収容して催物を開催する場合は、催しを行う日の３日前までに、当該催し物
の種類、開催期間、収容人員等必要な事項を届け出るよう規定された。

(9) 届出違反等に対する罰則の新設［第67条の2関係］

防火対象物の使用開始、火気使用設備等の設置、少量危険物等の設置及び消防用設備等の設置に係る届等をしない
で使用した者を10万円以下の罰金に処すると規定された。

(10) 基準の特例を受けるための申請の手続きの整備［第64条関係］

政令第32条等の基準の特例を申請する場合の手続き等が規定された。

２　建物利用者の火災時の安全を確保する仕組みの整備［第51条の２及び第53条の３関係］

不特定の者が出入りする店舗等が存する階の関係者が、避難の安全を検証する方法を活用して避難管理することに
ついて努力義務化された。また、条文自体には殆ど変更はないが、劇場の客席等に係る基準の特例の判断について、
避難の安全を検証する方法が導入される。

３　防火安全に係る知識を有する者を育成するための防火安全技術講習制度の導入

(1) 建築工事等に従事する者のうち、防火対象物の避難の管理、火気使用設備等及び消防用設備等の設置に係る計画
又は当該計画に基づく工事に関する業務に従事するものは、防火安全技術講習の受講に努めなければならないと規定
された。［第63条の２関係］

(2) 知事の登録を受けた講習機関により防火安全技術講習が実施されることが規定された。［第63条の２関係］

(3) 防火安全技術講習修了者の業務及び当該業務に従事する際の修了証の携帯について規定された。［第63条の3関係］

(4) 第56条等の届出が受理された防火対象物の工事現場には、その旨を表示するよう規定された。［第63条の４関係］
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損害保険業界や日本損害保険協会の諸事業や主な出来事の

うち、特に安全防災活動を中心にお知らせするページです。

これらの活動等について、ご意見やご質問がございました

ら、何なりとお気軽に編集部あてお寄せください。
協会だより

福岡市で同様のシンポジウムを開催する予定で

す。詳細については、決まり次第ご案内いたしま

すので当協会のHP(h社p://www.sonpo.or.jp／）を

ご覧いただくか、業務企画部企画・安全技術グル

ープ（TEL: 03-325~ド1942）にお問い合わせ下さい。

・「高校教育資料J表紙イラスト・コンクール

入選者が決定しました

当協会では、高校の先生方に授業やホームルー

ム等で損害保険を正しく指導していただくため、

損害保険の動向や関連情報などを中心にまとめた

情報提供誌「高校教育資料」（季刊）を作成してい

ます。 2006年度の本誌の表紙を飾るイラスト募集

に、全国の高校生の皆さんから31校462点の応募

作品が寄せられました。その中から、春・夏・

秋・冬の各季号に掲載する 4点の入選作品が次の

とおり決定しました。

［入選作品］

4
一一三三、語

、h
f

て々

b
u，
＼
一
＼
M
W

一1
4

金：

秋季号

静岡県立

松崎高等学校

2年高橋美貴子さん

春夫口
でl'-"5 

石川県立

大聖寺実業高等学校

2年塩川弘扇さん

．－飲酒運転のない世界ヘー

飲酒運転防止対策シンポジウムを開催しました

当協会では、交通安全事業のーっとして飲酒運

転防止活動を行っていますが、その取り組みの一

環として去る11月25日（金）に大阪市の天満研修

センターで企業の安全運転管理者等を対象とした

飲酒運転防止対策シンポジウムを開催しました。

本シンポジウムは2004年度の東京、沖縄につい

で3回目の開催となります。当日は、山村陽一氏

（元ジェイアールパス関東（株）会長）と今成知美

氏（特定非営利活動法人ASK（アルコール薬物問

題全国市民協会）代表）が基調講演を行い、その

後、両氏に田中明氏（サントリー（株）環境部

ARP.DD室課長）、寺西保氏（阪急パス（株）自動車

事業部長）および損保業界を代表して岩崎武

（損保協会業務企画部課長）を加えてパネルデイ

スカッションを行いました。

基調講演では、山村氏から飲酒運転事故防止の

抜本的対策として新しい飲酒文化の創造につい

て、今成氏からは飲酒運転事故防止の市民レベル

の展開について貴重な話が聞けた他、パネルデイ

スカッションでは欽酒運転防止の取り組み事例等

をもとに市民レベルへの展開について活発な意見

が交わされました。また、会場では企業の経営者

や安全運転管理者等が従業員に対する教育や研修

を行う際の手引きとなるよう編集・作成された

「飲酒運転防止対策マニュアル」が当日の参加者

160人に配布され、好評を得ました。

なお、当協会では来る2006年2月24日

, 
eト、， 4． . 

冬季号

名古屋市立

工芸高等学校

3年月森美里さん

旬、

、伊，ι－~－－

ぬ．
《屯引

夏季号

郡山女子大学

付属高等学校

2年柏倉静香さん

込-.Jt

－ 
•;»·' 

（金）に
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協会だより

・第43回高校生の「くらしの安全・くらしの安

心J作文コンクールの入選者が決定しました

当協会では、高校生の皆さんに安全で安心し

て暮らせる社会や家庭の大切さを認識し、相互

扶助の精神を基本理念とする損害保険の仕組み

や役割を理解していただくため、毎年、高校生

を対象に作文を募集しています。

今回は、全国から15,697篇の応募があり、厳正

な審査を重ねた結果、次のとおり入選者が決ま

りました。

0文部科学大臣奨励賞

－仙台育英学園高等学校 l年 木村直人さん

『三人の友達の命を未来に生かすために

～自動車事故の防止について考える～J
O全国都道府県教育委員会連合会賞

－岡山県立玉島高等学校l年植山琢仁さん

『介護を通してJ
O全国高等学校長協会賞

－成田高等学校3年青木富沙代さん

『守り繋いでいくものJ
0日本損害保険協会長賞

－愛知県立明和高等学校2年林真智子さん

『人ごとではなかったJ
－茨城県立鉾田第一高等学校1年 木村匡希さん

『家族の介護問題J
－岡山県立玉島高等学校1年襟立修行さん

『骨折』

・和歌山県立和歌山第三工業高等学校4年

西畑小百合さん

『自分の保障』

・川内純心女子高等学校3年 南佳代子さん

『父の事故体験から

～損害保険に心から感謝～J

・地震保険パンフレット「地震への備え 大丈

夫？」をリニューアルしました

このパンフレットは地震保険に関する情報を

コンパクトにわかりやすくまとめたもので、各

地で開催される防災フェアなどのイベントで配

付するなど、関係各方面よりご好評いただいて
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おります。

今回のリニューアルに際し、 2005年度地震保

険普及広報キャンベーンで登場した「赤防災ず

きんちゃん」と「オオカミくん」を新キャラク

ターに迎え、カラー印

刷することでより親し

みやすく、見やすい内

容になりました。

このノfンフレットを

ご希望の方は、協会ホ

ームページよりお申し

込みください。

・そんぽ情報スクエアの「ご案内」ができました

当協会では、消費者対応活動の一環で、損害

保険を身近に感じ、よりいっそう理解していた

だくための情報提供スペースとして、 2002年 9

月に「そんぽ情報スクエアjを開設しました。

2005年 3月にはくつろぎスペースの新設や、

展示スペースの拡張を行い、リニューアルオー

プンしました。

これを機に消費者の皆様に「そんぼ情報スク

エア」の存在を知っていただくために、「ご案内j

を作成しました。スク

・全国自治体・離島に消防資機材を寄贈

当協会では、地域の消防力の強化－拡充に貢

献するため、今年も全国の自治体や離島向けに、

小型動力ポンプ付軽消防自動車等消防資機材を

寄贈いたします。

全国自治体へは、 1952年から寄贈を始め、今



年は全国20の自治体に小型動力ポンプ付軽消防自

動車各 l台を寄贈します。

また離島に対しては、地理的条件から消防力の

強化が必要不可欠等の理由で、 1982年から消防資

機材を寄贈しており、今年は全国17の離島に対し、

小型動力ポンプ11台、小型動力ポンプ付軽消防自

動車5台、非常用浄水発電照明装置積載用軽消防

自動車 l台を寄贈します。

この結果、今年度までの寄贈累計台数は全国自

治体向けが2,465台、また、離島向けには小型動力

ポンプ479台、小型

動力ポンプ付軽消

防自動車112台、非

常用浄水発電照明

装置積載用軽消防

自動車 9台となり

ました。

・事故多発幹線道路をホームページに掲載

当協会では、交通安全事業の一環として、交通

事故の多発する「幹線道路」の事故データを分析

し、その特徴をとりまとめてホームページに掲載

しました。具体的には、東京－神奈川・愛知－大

阪の4都府県の幹線道路における交通事故の多発

する190地点について、昼夜別、道路形状別など

の事故データを分析し、特徴をまとめ実際の道路

地図に示しています。詳しくは、ホームページを

ご覧ください。

※他に11の政令指定都市における「交通事故多発

交差点Jの特徴点についても、ホームページに掲

載しています。

．ぼうさい探検隊フォーラムを開催します

当協会では、全国の小学校や子ども会などを対

象に「ぼうさい探検隊」の普及活動を進めていま

す。今年も取組の一環として「ぼうさい探検隊マ

ップコンクールjを実施しており、全国約220の

学校や団体から約760作品もの応募が寄せられま

した。当協会では、さらに学校や地域で防災教育

を推進していくことを目的にマップコンクールの
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表彰式を兼ねた「ぼうさい探検隊フォーラム」を、

次のとおり開催する予定です。

詳しくは、生活サービス部NPO・防災グループ

(TEL: 03-3255-1294 e-mail:npo@sonpo.or.jp）ま

でお問い合わせください。

く概要＞

日時： 2006年 1月21日 （土） 13 : 30～16: 45 

場所：東京・両国KFCホール

対象：教育関係者、地域の防災リーダ一等350名

主催：日本損害保険協会、朝日新聞社、ユネスコ、

日本災害救援ボランテイアネットワーク

後援：内閣府、総務省消防庁、文部科学省、警察

庁、全国都道府県教育委員会連合会、アジ

ア防災センタ一、日本ユネスコ協会連盟

くプログラム〉

13:30 開会

13:35 第 1部ぼうさい探検隊と防災教育

「ぼうさい探検隊」の活動紹介

14:05 第2部「第2回ぼうさい探検隊マップ

コンクール」表彰式

－丈部科学大臣賞等優秀作品6点を表彰。

15:00 ぼうさい探検隊マップ発表会

15:20 第3部パネルデイスカッション

テーマ： 「学校や地域への防災教育の

普及について」

16:45 閉会

※当日は、会場周辺で「ぼうさい探検隊Jを

実施します。
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協会だより

［寄贈本の紹介］

『激j書』

「釣キチ三平」や「マタギ」でおなじみの漫画家

矢口孝雄氏のコミックで、今後発生する津波から少

しでも釣り人の命が救われることを願い、絶版とな

っていたものが復刻されました。津波に遭遇した釣

り人やその遺族を訪ね歩くなかで聞き取った記録が、

1話完結の形でまとまっており、津波の悲劇と防備

策等がそれぞれの体験から紹介されています。津波

防災について釣り人以外の方々にも参考になる内容

です。

［定価］本体660円＋税（上下巻とも）

［発行］講談社漫画文庫

『津波から人びとを救った稲むらの火J
巨大地震によって引き起こされた大津波が村をお

そったとき、避難場所の目印になればと、梧陵は貴

重な稲むらに火を放つことで、村人たちを高台に避

難させ、多くの人を救った……

フィクション「稲むらの火Jのもとになった実話

『大地震発生！！！生死を分ける 3秒・ 3分・ 3時間後J
大地震が起きた時にどうやったら生き延びること

ができるのか。本書では、そのための具体的なノウ

ハウが、地震発生から 3秒後、 3分後、 3時間後の

3段階に分けて、厳選された 33の内容にまとめら

れ、ポケットに入るサイズのなかにぎっしり詰めら

れています。

［定価］本体600円＋税

［発行］幻冬舎

『大震災その時どうする？生き残りマニュアルJ
勤務先で大地震に遭遇したらあなたならどうしま

すか？ビジネスパーソンはとりわけ臨機応変な対応

を求められるものです。本書は働く人に焦点を絞り、

被災場所別に被災直後の数々の危機を無事に切り抜

けるため、そして笑顔で家族と再会するための具体

的なノウハウを手帳サイズのなかに分かりやすく紹

介しています。

［定価］本体500円十税

｛発行］日本経済新聞社
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の主人公浜口梧陵（はまぐちごりょう）の生涯が歴

史マンガとして描かれたものです。

戦前・戦中、不朽の防災テキストといわれた「稲

むらの火」のモデルとなった梧陵から、地震や津波

にどう備えなければならないかを子供にも読みやす

いマンガで学ぶことができます。

｛定価］本体1,200円＋税

［発行］文渓堂

『彼女を守る51の方法都会で地震が起こった日J
防災という、特に若者には取っ付き難いテーマを

「彼女を守る」という切り口で、実際の震災被害や彼

女（モデル）の写真を多く用いて、見るという体裁に

した本です。地震発生直後から避難、そして避難所生

活という時間の経過に応じた防災ノウハウを紹介して

おり、若者以外の方々にも参考になる内容です。

｛定価］本体1,280円＋税

［発行1マイクロマガジン社
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2005年７月・８月・９月

災害メモ

傷。

●８・28 静岡県相良町の国道150

号バイパスで乗用車が対向車腺には

み出し、軽乗用車と正面衝突。軽乗

用車炎上。3人死亡、1人負傷。

●９・３　埼玉県鴻巣市の国道17号

でワゴン車が中央分離帯の縁石を乗

り越え、対向の乗用車と大型トレー

ラーに衝突。3人死亡、4人負傷。

●９・21 静岡県焼津市の東名高速

下り線でトラックが渋滞停車中の乗

用車に追突。乗用車は前方の大型ト

レーラーとトラックに挟まれ大破。

4人死亡、1人負傷。

●９・25 岐阜県瑞穂市の国道21号

で乗用車が中央分離帯を越え、対向

の乗用車と正面衝突。3人死亡。

★海上

●７・15 三重県尾鷲市の三木崎沖

でタンカー旭洋丸（699t）にケミカ

ルタンカー日光丸（499t）が衝突。

両船とも炎上。6人死・不明、6人負

傷。

●７・22 千葉県銚子市の犬吠崎沖

で濃霧の中、香山海運所有貨物船

「開神丸」とマルタ船籍「WEIHANG9」

が衝突し、WEIHANG9号沈没。重

油流出。9人死・不明、1人負傷。

●９・28 北海道根室市の納沙布岬

沖でサンマ漁船「第3新生丸」(19t、

8人乗り組み)がイスラエルのコンテ

ナ船当て逃げによって転覆。7人

死・不明、1人負傷。（グラビアペー

ジへ）

★自然

●７・23 千葉県北西部で地震。

M6.0、深さ約73㎞。東京都足立区で

震度5強、千代田区、大田区、横浜、

川崎、千葉、市川、船橋、浦安など

で震度5弱。39人負傷。

●８・11 長野県白馬村の北アルプ

ス白馬岳大雪渓上部の葱平で大規模

★火災

●７・23 横浜市鶴見区の木造2階

建て住宅から出火、2階部分約130㎡

焼損。3人死亡

●８・11 新潟県新潟市の「日本ヒ

ドラジン工業」新潟工場の乾燥室で

ジアゾ化合物の乾燥中に出火・爆

発、約350㎡焼損。3人負傷。

★陸上交通

●７・５　茨城県古河市の国道4号

で軽乗用車が道路わきの貨物ターミ

ナルから出てきたトラックと衝突。

3人死亡、1人負傷。

●７・９　千葉県市川市の市道で乗

用車がガードレールに衝突し、弾み

で80m先に信号待ちで止まっていた

トラックに追突、大破。3人死亡。

●７・24 岡山県岡山市の市道の緩

いカーブで乗用車と軽乗用車が正面

衝突、乗用車が対向車線に出たと見

られる。3人死亡。

●８・15 広島県三次市の国道375

号の緩いカーブでスピンしながら対

向車線に出た乗用車が軽乗用車と正

面衝突。軽乗用車全焼。3人死亡、2

人負傷。

●８・17 滋賀県米原市の国道21号

の緩いカーブで乗用車（レンタカー）

と大型トラックが正面衝突。3人死

亡、1人負傷。

●８・18 徳島県那賀町の国道195

号でワゴン車と4tトラックが正面衝

突。ワゴン車大破、3人死亡、2人負

な土砂崩落。2人死亡、1人負傷。

●８・16 宮城県沖で地震。M7.2、

深さ42㎞。宮城県川崎町で震度6弱、

岩手県藤沢、宮城県石巻、仙台、蔵

王、福島県相馬などで震度5強。東

北新幹線が架線切断により終日スト

ップ。91人負傷。

●９・４　台風14号と前線の影響に

より西日本各地で記録的豪雨。土砂

災害など。29人死・不明、170人負

傷。

★海外

●７・11 中国・新疆ウルムチの北

東160kmにある炭鉱でガス爆発。83

人死亡、4人負傷。

●７・13 パキスタン・シンド州で

故障のためゴトキ駅に停車していた

急行列車に後続の急行列車が追突、

数両が脱線して対向の軌道に乗り上

げたところに別の列車が衝突。133

人死亡。

●７・16 スペイン・マドリードの

東130kmの森林地帯でバーベキュー

が原因の山林火災。11人死亡、1人

負傷。

●７・25 インド・マハーラーシュ

トラ州周辺で記録的なモンスーン豪

雨による洪水や地滑り発生。建物崩

壊や感電で死者多数。交通途絶。28

日夜にはダム決壊のデマにより逃げ

出した人々が将棋倒しになった。

1,000人死・不明。

●７・27  インド・ムンバイ沖約

160kmの国営「ムンバイ・ハイ・ノ

ース」海上石油プラットホームで大

規模火災。モンスーンのため海が荒

れ救助難航。12人死亡。

●７・30 スーダン・南部で、ウガ

ンダの首都カンパラからウガンダ南

部に向けて出発したウガンダの大統

領専用ヘリコプター（スーダン第一

副大統領ら搭乗）が悪天候により山

中に墜落。14人死亡。
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●８・６　イタリア・シチリア島沖

でバリからチュニジアに向かう双発

プロペラ機ATR72が故障のためパレ

ルモに緊急着陸要請後、地中海に不

時着。別機種の燃料計装着が原因。

16人死亡、23人負傷。

●８・14 ギリシャ・キプロスのラ

ルナカ発アテネ経由プラハ行きのヘ

リオス航空の旅客機ボーイング737

がアテネ北方の山中に墜落。121人

死亡。

●８月中旬　ポルトガル中部、北部

で山林火災。欧州各国の応援を得て、

地上と空から消火活動。20万ha焼失。

警察は115人を放火容疑で逮捕。15

人死亡。

●８・16 ベネズエラ・スリア州マ

チスケ近郊にパナマ発フランス領マ

ルティニク行きのコロンビア・ウエ

スト・カリビアン航空MD82型旅客

機が墜落。160人死亡。

●８・23 ペルー・リマ北東約 780

kmのプカルパ附近のジャングルに

ペルー国営タンス航空ボーイング

737-200型旅客機が墜落。40人死亡、

59人負傷。

●８・25 アメリカ南部・超大型ハ

リケーン「カトリーナ」、フロリダ

州南東部に上陸、いったんメキシコ

湾に抜けルイジアナ州に再上陸。ル

イジアナ、ミシシッピ、アラバマ各

州で大規模な浸水や建物東海などの

被害。1,130人死・不明。

●８・26 フランス・パリ南部でア

フリカからの移民が多数住んでいた

古い7階建てアパートの階段から出

火。17人死亡、30人負傷。

●８・31 イラク・バグダット北部

のイスラム教シーア派のモスク近く

でデマのテロ情報に巡礼者らパニッ

ク、橋上で将棋倒しとなり欄干が壊

れチグリス川に次々転落。965人死

亡、475人負傷。

●９・４　フランス・パリ南部の低

所得者向け18階建てアパート1階ロ

ビーから出火。3階まで延焼。16人

死亡、16人負傷。死者の多くは煙に

よる。自室にとどまった住人は無傷。

十代の女性4人を放火の疑いで逮捕。

●９・５　エジプト・カルチャーパ

レス劇場で火災。公演に使用したロ

ーソクが倒れ瞬時に紙製のセットに

広がる。約1,000人の観客が唯一つの

出口に殺到して将棋倒し。29人死亡、

60人負傷。

●９・５　インドネシア・スマトラ

島のメダン空港でジャカルタ行きマ

ンダラ航空旅客機ボーイング737-200

型機が離陸直後に住宅地へ墜落し爆

発・炎上。149人死亡。（グラビアペ

ージへ）

●９・15 インド・ビハール州花火

店で爆発、2時間近く燃える。35人

死亡、20人負傷。

●９・19 インド・アーンドラ・プ

ラデーシュ州、バングラデシュで週

末にかけベンガル湾沿岸地域に激し

い暴風雨。川が増水し洪水、ベンガ

ル湾の水位3m上昇。1,300人死・不

明。

●９・28 ブラジル・奥地のアマゾ

ン川で木造客船がトラック運搬中の

2隻のバージの前を横切ろうとして

衝突、沈没。20人死亡、8人負傷。

昭和
25年

編集後記
ここ数年、日本でも自然災害が頻
発しており、当該地域の住民は避難
所へ避難しなければならない事態に
もなっていますが、日本の避難所は
被災地ごとに支援内容が異なる等、
運営はお世辞にも良いとは言えない
と思います。早くアメリカのように
組織体系が整い、避難してきた方々
が少しでも安らげる場所となるよう
運営してもらいたいものです。

（生駒）
個人情報を扱う民間企業にとっ

て、個人情報保護法への対策を考え
ていくことは重要です。個人情報の
漏洩により企業活動が制限されるケ
ースが多々見受けられます。一方、
個人情報保護を意識するあまり業務
に支障をきたす事例も見受けられて
きました。今回の座談会が、企業の
方にとりまして日々の取り組みを振
り返るきっかけとなれば幸いです。

（齋藤）

＊早稲田大学理工学総合研究センター内　災害情報センター

（TEL.03-5286-1681）発行の「災害情報」を参考に編集しました。

ホームページ　http://www.adic.rise.waseda.ac.jp/adic/index.html

編集委員

秋山　亘 あいおい損害保険(株)
石川博敏 科学警察研究所交通科学部長
岡田純知 日本興亜損害保険(株)
小出五郎 日本放送協会解説委員
桜井由夫 (株)損害保険ジャパン

佐竹哲男 東京消防庁予防部長

鈴木　哲 三井住友海上火災保険(株)
田村昌三 横浜国立大学教授
長谷川俊明 弁護士
森宮　康 明治大学教授
八田恒治 東京海上日動火災保険(株)
山岸米二郎 (財)気象業務センター

参与
山崎文雄 千葉大学教授



スマトラ・メダン
空港近くの住宅地
に旅客機墜落

2005年9月5日10時（日本時間正午）ごろ、スマ

トラ島メダン空港を離陸したマンダラ航空ジャカル

タ行き091便（ボーイング737-200型）旅客機が離

陸直後に住宅地に墜落・炎上した。乗員・乗客102

人が死亡し、 15人が救出され、住民47人が事故の巻

き添えで死亡した。マンダラ航空は国軍の関連団体

が経営し、格安航空会社の先駆け的存在と言われて

いる。

⑥ロイター・サン

2005年10月8日8時50分（日本時間12時50

分）ごろ、パキスタン・イスラマバードの北

北東90k mの山岳地帯でM7.6の地震が発生

した。国連人道問題調整事務所レポート

No.24 (2005/11 /20）によると、人的被害は

死者73,320人、負傷者69,392人に上った。

イスラマバードでは、「マルガラ・タワー

ズ」の12階建ての1棟カず倒壊し、住民ら約

300人が瓦礁の下に生き埋めとなった。この

ため、廃棄物処理の専門家としてJICAから派

遣されていた楢原覚さん（36）と息子の輝ち

ゃん（2）が死亡した。

⑥ロイター・サン
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2005年9月27日23時ごろ、北海道根室市納沙布岬の南東

約40kmの太平洋で、根室市落石漁協所属のサンマ漁船第3

新生丸（8人乗り組み）が、漁を終え帰港中大型船に当て逃

げ、され転覆し、 1人は救出されたが、7人が死亡した。事故

当時、現場付近を航行していたイスラ工ル船籍の大型コン

テナ船「ジム・アジア号Jが、当て逃げ、した可能性カf高い

と見られたが、同船船長は「衝突した覚えはない」と否定

していた。しかし、両船から採取した塗料が一致し、同船

による当て逃げが断定された。

⑥毎日新聞社

2005年11月13日5時ごろ、滋賀

県彦根市小野町の名神高速道路下

り線で、大型トラック、ワゴン車

など7台が絡む多重衝突事故が発生

し、ワゴン車に乗っていたブラジ

ル国籍の男性7人カず死亡、軽乗用車

と乗用車の3人が負傷した。走行車

線を走っていたワゴン車に大型ト

ラックが衝突、ワゴン車が横転し

たところへ別の大型トラックが、

長距離パス、軽乗用車、乗用車に

ぶつかりながら突っ込み、ワゴン

車を押しつぶした。

⑥毎日新聞社



安全防災関係 主な刊行物／ビデオのご案内
・刊行 物 （有料のものと無料のものがあります。また送料は別途ご負担いただいております0 ) 

交通安全関係

・交通安全の基礎知識 （交通安全マニュアル）

・交通安全情報源ファイル

・自動車保険デ一世にみる交通事故の実態

・交通事故死傷者の人身損失額と受傷状況の研究

・交通事故被害者の受傷状況についての分析し E

・貨物自動車の安全な運転j去に関する調査・研究報告書

安全技術関係

・予防時報 （季刊｝

E災害に負けない企業づ〈り

・危険物と産業災害一知っておきたい知識と対策一

・地露と産業被害 （山崎文雄著）

・世界の重大自然災害

・世界の重大産業災害

・病院における医療安全対策に関する調査・研究報告書

・自然災害被害の防止・軽減に資するための調査研究報告書

・車両形状別・シートベルトの分析報告書

・企業の自動車事故防止・軽減に資する手法の調査・研究報告書

・企業における効果的な交通安全対策構築に関する調査・研究報告書

・自動車保険デ－)zにみるシニアドライバ事故の現状と予測

置あなたの職場は大丈夫！っ飲酒運転防止マニュアル

・工場防火に関する謁査・研究報告書

・企業のリスクマネジメントに関する調査・研究報告書

・建物の耐震妓術に関する調査・研究報告：書

・改正建築基準法に関する銅査・研究報告書

・海外安全法令シリーズ （No.1～13) 
・洪水ハザードマップ集（CO-ROM）第 1集、第2集

・東海濠雨そのとき企業は

企業が地域とかかわっていくためのヒント集ー

。交通安全・安全技術関係の刊行物につきましては、当協会業務企画部企画・安全技術グループ［TEL(03) 3255・1397］までお問い合わせ下さい。

災害予防関係

・巨大地震と防災

・津波防災を考えるー付 ・全国地域別津波情報ー

・ドリルDE防災一災害からあなたを守る国語・算数・理科・ti金一
・ドリルDE防災 PartII －災害からあ立たを守る国語・算数・理科・Ii会
圃火山災害と防災

・災害絵図集ー絵で見る災害の歴史ー

・N問のためのリスクマネジメント

。災害予防関係の刊行物につきましては、当協会生活サービス部 N内・防災グループ［TEL(03)3255-1294）までお問い合わせ下さし、

・ビデオ
交通安全関係

・ザ・チャイルドシ ト（29分1
・ザ・シートベルト（37分］
園ザ・シートベルト2(22分］

。各種交通安全ピデオは、実費で頒布しております．

・シニアドライバ一一急増する高齢ドライパーの事故ー （35分1
・交差点事故を防ぐ （18分］

・追突ー混合交通の落とし穴 （27分］

損保セーフティ事務局[TEL(03) 356ト2592、受付時間釧 9:00～PM6 00（月曜～金曜）

災害予防関係

・開国迫る！日本の機械安全 国際安全規格1$012100 [26分］

・自然災害をま日り備える 平成の災害史ー ［25分］
圃河川災害の教訓（24分］

・風水害に備える［21分］
・その時きみはつ一良太とピ力リの地震防災学一（19分1
・地震 1パニックを避けるために（23分］
・地震 lその時のために家庭でできる地震対策ー ［28分］

・検証 ’91台風19号風の傷跡ー ［30分］
・火山災害を知る（日｝（英）[25分］

・火災と事故の昭和史（日）（英）[30分］
・高齢化社会と介護安心への知恵と備えー ［30分］

。下記のビデオは実費で頒布しております。

・昭和の自然災害と防災（臼）（芙）(30分］

・応急手当の知識［26分］
・稲むらの火 （16分］
・絵図にみるー災害の歴史 [21分1
・老人福祉施設の防災［18分］
・羽ばたけピータン（16分］
・市民防災力の強化を目指して ～2003年11月開講地域防災リーダー

養成講座 （みやぎ防災墓）から（105分］

・わがまち再発見！ Iまうさい探検隊 ［22分］
•N内・ NGO運嘗よのリスクとその対処 （20分］

「開国迫る 1日本の機械安全一国際安全規格1so12100ー」 (Cl}-ROM有） 申込先 附イメージプランニング［TEL(03) 5272-9990] 

「わがまち再発見！ぼうさい探検隊」 「N内・ NGO運営上のリスクとその対処J 申込先側テレビ朝日映像［TEL(03) 3587-8150) 

。交通安全・災害予防関係ビデオは、講演会や座談会などにご利用下さし、 ビデオについては、上記記載の他多数用意しております．

当協会各支部［下記参照］にて、無料貸し出ししておりますa

各種ビデオの内容につきましては、生活サービス部 NPO・防災グループ［TEL(03) 3255-1294）までお問い合わせ下さい．

当協会各支部連絡先

北海道＝ (011) 231 3815 東北＝(022) 221-6466 関 東 ＝ (03) 3255-1450 静岡＝ (054) 252 1843 北陸二 （076)221-1149
名古屋＝ (052)971-1201 近 畿 ＝ (06) 6202-8761 中国＝ (082) 24 7-4529 四国＝(087)85ト3344 九州＝(092) 771-9766 

沖縄＝(098) 862 8363 



飲酒を原因とした事故は後を絶ちません。
このマニュアルを活用いただき、悲惨な飲酒運転事

故が少しでも減少することを期待します。

［掲載内容例1
・危険運転致死傷罪が適用された飲酒運転事故の例
．お酒の誘惑を断つ方法
－飲酒運転防止対策メニュー
・飲酒 （運転）問題に取り組む団体等
－飲酒運転事故における自動車保険の補償範囲

その他役に立つ情報が満載！ ！

JQA-EMl 791 

日本損害保険協会の安全防災事業

交通園全勺 l』

・交通安全啓発のための広報活動
・交通安全推進ビデオの販売・貸出
・交通安全教育事業への協力
・救急医療体制整備の援助
・交通事故防止機器材の寄贈

ぢ』め
・消防機材の寄贈
・防火標語の募集・防火ポスターの寄贈
・防災シンポジウムの開催
・防災ビデオの貸出
・防災教育の推進

増

交通事故、火災、自然災害、傷害、賠償責
任等さまざまなリスクとその安全防災対策
について、調査研究活動を進めています。

設日本損害保険協会

ブレHノ術
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あいおい損保

朝日火災

共栄火災

ジェイアイ

スミセイ 損保

セコム損害保険

セゾン自動車火災

ソ ニ ー 損保

損保ジャ パ ン

そんぽ 2 4 

大同火災

トーア再保険

東京海上日動

日新火災

ニッセイ同和損保

日本興亜損保

日本地震

目立キャピヲル損保

富 士火災

三井住友海上

三井ダイレクト

明治安田損保
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